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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 
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              午後 ４時３９分  散会 

 

１．場所 
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１．出席委員 
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  委  員 西谷 知美 委  員 出口こうじ   委  員 三好 俊範 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山 一正  教育長 箸尾谷知也 

  教育総務部長 小林 寿弘  次世代育成部長 橋本 英樹 

上下水道部長 末永 利彦  教育総務部次長 野本 憲宏 

  同部参事兼学校教育課長 河平 浩一  教育政策課長 松田 紀子 

教育支援課長 山根 隆寛  生涯学習課長 中尾 昌志 

教育政策課参事 北野 人士  学校教育課参事 武田 進介 

 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件（審査順） 

  議案第 １号 令和４年度摂津市一般会計予算所管分 

  議案第１０号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第１５号）所管分 

  議案第 ２号 令和４年度摂津市水道事業会計予算 

  議案第１１号 令和３年度摂津市水道事業会計補正予算（第３号） 

  議案第 ３号 令和４年度摂津市下水道事業会計予算 

  議案第１２号 令和３年度摂津市下水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第１７号 摂津市附属機関に関する条例の一部を改正する条例制定の件所管分 

議案第２１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例制定の件 
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議案第２３号 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定

の件 
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（午前１０時３分 開会） 

○弘豊委員長 ただいまから、文教上下水

道常任委員会を開会いたします。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 委員の皆様には、お忙しいと

ころ、文教上下水道常任委員会お持ちいた

だきまして、大変ありがとうございます。 

 本日は、先の本会議で当委員会に付託さ

れました令和４年度の一般会計予算案ほ

か８件についてご審査を賜ります。何とぞ

慎重審査の上、ご可決賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

 一旦、退席させていただきます。 

○弘豊委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、三好俊範

委員を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに、異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○弘豊委員長 異議なしと認め、そのよう

に決定いたします。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４分 休憩） 

（午前１０時５分 再開） 

○弘豊委員長 では、再開いたします。 

 議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。 

 本２件について、補足説明を求めます。 

 小林教育総務部長。 

○小林教育総務部長 議案第１号、令和４

年度摂津市一般会計当初予算のうち、教育

総務部が所管しております事項につきま

して、予算書の目を追って、その主なもの

について補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、３２ページ、

款１４使用料及び手数料、項１使用料、目

６教育使用料は、学校体育施設使用料及び

公民館使用料などでございます。 

 ４０ページ、款１５国庫支出金、項２国

庫補助金、目７教育費国庫補助金は、理科

教育等設備整備費補助金でございます。 

 ４２ページ、項３委託金、目３教育費委

託金は、学力向上基盤構築調査委託金でご

ざいます。 

 ４８ページ、款１６府支出金、項２府補

助金、目８教育費府補助金は、大阪府教育

支援体制整備事業補助金などでございま

す。 

 ６０ページ、款２０諸収入、項４雑入、

目２雑入は、小学校給食費負担金などでご

ざいます。 

 続きまして、歳出でございますが、１１

８ページ、款３民生費、項２児童福祉費、

目３児童福祉施設費は、市立認定こども園

の管理運営に係る経費でございます。 

 １７０ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目１教育委員会費は、教育委員会に

係る経費でございます。 

目２事務局費は、教育委員会事務局の運営

全般に係る経費でございます。 

 １７４ページ、目３教育センター費は、

教育センターの管理運営に係る経費でご

ざいます。 

 １７６ページ、目４教育指導費は、学校

マネジメント支援事業や特別支援教育推

進事業などに係る経費でございます。 

 １７８ページ、目５人権教育指導費は、

人権教育などに係る経費でございます。 

項２小学校費、目１学校管理費は、小学校

１０校の施設維持管理などに係る経費で

ございます。 

 １８２ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入に係る経費などでございま

す。目３保健衛生費は、小学校保健事業及
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び小学校健診事業などに係る経費でござ

います。目４学校給食費は、小学校給食に

係る経費でございます。 

 １８４ページ、目５支援学級費は、小学

校支援学級運営事業に係る経費でござい

ます。項３中学校費、目１学校管理費は、

中学校５校の施設維持管理などに係る経

費でございます。 

 １８６ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入に係る経費などでございま

す。 

 １８８ページ、目３保健衛生費は、中学

校保健事業及び中学校健診事業などに係

る経費でございます。目４学校給食費は、

中学校給食に係る経費でございます。 

 １９０ページ、目５支援学級費は、中学

校支援学級運営事業に係る経費でござい

ます。項５社会教育費、目１社会教育総務

費は、摂津市市史編さん事業や学校体育施

設開放事業など、社会教育事務に係る経費

でございます。 

 １９２ページ、目２青少年対策費は、青

少年指導員事業やこどもフェスティバル

開催事業などに係る経費でございます。 

 １９４ページ、目３公民教育費は、生涯

学習フェスティバル開催事業などに係る

経費でございます。目４公民館費は、市立

公民館５館の施設維持管理などに係る経

費でございます。 

 １９６ページ、目５文化財保護費は、文

化財保護に係る経費でございます。 

 １９８ページ、項６図書館費、目１図書

館総務費は、市民図書館等協議会に係る経

費でございます。目２図書館管理費は、市

民図書館及び鳥飼図書センターの施設維

持管理などに係る経費でございます。 

 以上、教育総務部が所管しております令

和４年度摂津市一般会計歳入歳出予算に

ついての補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第１０号、令和３年度

摂津市一般会計補正予算（第１５号）のう

ち、教育総務部が所管しております事項に

つきまして、目を追って補足説明をさせて

いただきます。 

 初めに、補正予算書６ページにございま

す第２表繰越明許費をご参照ください。 

 款９教育費、項２小学校費、小学校教育

用コンピューター事業、項３中学校費、中

学校教育用コンピューター事業につきま

しては、いずれもタブレット端末が半導体

不足の影響により、納品が遅れたため、そ

の全額を繰越しするものでございます。 

 次に８ページにございます第３表債務

負担行為の補正、小学校教育用コンピュー

ター事業、中学校教育用コンピューター事

業につきましては、タブレット端末納期の

遅延により、リース開始時期が変更となり、

限度額及び期間を変更するものでござい

ます。 

 次に、増額補正について、ご説明をさせ

ていただきます。 

 歳入でございますが、１８ページ、款１

６府支出金、項２府補助金、目８教育費府

補助金は、大阪府教育支援体制整備事業補

助金の追加内示を受けたものでございま

す。 

 以上、令和３年度摂津市一般会計補正予

算（第１５号）の補足説明とさせていただ

きます。 

○弘豊委員長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

 出口委員。 

○出口こうじ委員 おはようございます。 

 予算概要から質問させていただきます。 

 １１０ページの車両管理事業の中で、燃

料費、修繕費と出てるんですけども、重量
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税が出てないんですよね。去年は出てたん

ですけども、重量税は必要ないのか、お聞

かせください。 

 続きまして１１２ページの下のほう、い

じめ問題防止対策推進事業の委員報酬で、

これは何名ぐらいいらっしゃって、どなた

が担当されてるのかをお聞かせください。 

 それとあと、上から２番目、教育指導研

修事業の中で、著作物使用料これも内容を

教えてください。 

 続きまして、１１６ページ。小学校施設

運営事業の中で、以前質問させていただい

たんですけど、その中で、トイレ特殊清掃

委託料とトイレ清掃委託料、小・中学校で

あります。小学校でも１０校、コロナ禍で

特殊清掃をされてると思うんですけども、

これも内容を教えてください。 

 続きまして、１１８ページ。小学校保健

事業の中なんですけども、健康観察アプリ

使用料、これもどういうものなのかを教え

てください。 

 続きまして、１２２ページ。中学校保健

事業の中で、これも以前質問させていただ

いたんですけど、ウオーターサーバー使用

料について、台数とか内容を教えてくださ

い。 

 続きまして、１２４ページ。摂津市史編

さん事業で、進捗状況とかいつ頃できるの

かを教えてください。 

 同じく１２４ページの車両管理事業で、

ここも重量税が計上されていない理由を

お聞かせください。 

 続きまして、１３０ページもそうなんで

すけど、これも車両管理事業で重量税につ

いてお聞かせください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○弘豊委員長 それでは、順次、答弁求め

ます。 

 山根課長。 

○山根教育支援課長 教育支援課所管分

についてのご質問にご答弁申し上げます。 

 予算概要１１０ページ、教育支援課の車

両管理事業の重量税の件についてのお問

いでございました。 

 令和３年度につきましては、車検がござ

いましたので、重量税を支払う必要があっ

たのですが、令和４年度につきましては、

車検ございませんので重量税は必要とな

りません。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 続いて、河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、学校教

育課に関わる内容について、ご答弁申し上

げます。 

 まず１点目、いじめ問題防止対策推進事

業の委員の数と、その内容にかかるご質問

にお答えします。 

 このいじめ問題防止対策委員会の委員

の方ですけども、こちらの方には、合計５

名の方を委員として任命しております。こ

ちらは、いじめの重大事態が発生した際と

第三者機関としての調査が必要になる場

合がございますので、そういった場合につ

いては、緊急に集まっていただいて調査を

お願いするものです。あらかじめ市の状況

とかを知っていただくために委員会を開

催しております。 

 続いて、二つ目に著作権使用料の内容で

す。こちらについては、これまで著作物を

授業の中で使う場合、例えばコピーして使

う分については、使用料等は必要なかった

のですが、オンラインでの使用や、クラウ

ド上でその資料等を扱う場合については、

使用料が必要になってきたということに

なりました。家庭学習についても資料を配

布する場合は、授業目的公衆送信補償金制
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度というものを活用し、ＳＡＲＴＲＡＳと

いう団体に小学生では年間一人１２０円

分、中学校では年間一人１８０円分の補償

金をお支払いすることによって、著作物が

活用できるようになるという内容です。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、続けて松田課長。 

○松田教育政策課長 質問にご答弁申し

上げます。 

 まずは、トイレ特殊清掃委託料とトイレ

清掃委託料のそれぞれの内容についてで

ございます。 

 トイレ特殊清掃委託料につきましては、

長年の積もり積もった汚れ、黒ずみなど、

どうしても取れない汚れにつきまして、令

和２年度から３か年計画で、実施をさせて

いただいております。 

 令和４年度は、最終年でございまして、

小学校が千里丘小学校と鳥飼北小学校、中

学校は第一中学校と第二中学校が対象と

なっております。 

 一方、トイレ清掃委託料につきましては、

昨年度よりコロナ禍での子どものトイレ

掃除が危険ではないかという指摘がござ

いましたので、教職員がかわりにトイレを

清掃しておりました。コロナ禍により教職

員の業務過多の中で大変ということでし

たので、コロナ禍の間だけということで、

トイレ清掃を業者委託をしているところ

でございます。 

 続きまして、健康アプリ使用料につきま

しては、これもコロナ禍の間ということで

すが、毎朝、お子さん方が検温をしなけれ

ばならないようになりました。健康観察の

記録を書いていただくんですが、なかなか

大変であったり、また、欠席の電話なども、

一時に学校にお電話が入りまして繋がら

ないなどのこともございました。その中か

らアプリを導入させていただいた経過で

ございます。 

 その運用につきましては、学校教育課の

ほうから説明をさせていただきたいと思

います。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 アプリの内容に

ついては、説明をしていただいたと思いま

すけども、効果については、保護者がスマ

ートフォンなどのインターネットにつな

がる端末等で、検温の情報や出欠情報、又、

注意してほしい内容を送信して、学校が、

タブレット端末もしくはインターネット

につながるＰＣ等で、一覧でその情報が見

ることができます。これまで学校では紙で、

保護者の捺印があったものを確認すると

いうことでしたので、その確認のため、朝

の時間に教室の前に子どもの列ができて

いたんですけども、アプリ導入後は８時４

０分の段階で一覧で見ることができる。お

休みの連絡が入っている子であるとか、体

調が悪い子が何人いるかということも見

ることができ、先生方の業務改善につなが

っていると思います。 

 また、朝の電話連絡が少なくなり、学校

側では、随分朝の時間が静かになって、落

ち着いて子どもたちの様子を見ることが

できるという効果を聞いております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 続きまして、ウオー

ターサーバー使用料についてでございま

す。 

 基本的には、子どもの水分補給につきま

しては、小・中学校ともにご自宅から持っ

てきていただくことになっておるんです

が、中学校につきましては、学校の終わっ

た後の放課後のクラブ活動のために、ウオ
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ータークーラーという、足で踏むと水が出

てくるものをこれまで使用されておりま

した。 

 ところが、またこれもコロナ禍の中で、

口を直接近づけて、水が唾液ごと落ちてし

まったりするのが余り好ましくないので

はないかとのご指摘をいただきましたの

で、このコロナ禍の間ということで、中学

校に各３台ウオーターサーバーを設置し

ました。これは、コップやペットボトルで、

水を取っていただいて、それで飲むという

ことで、感染予防とさせていただいており

ます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に関わ

りますご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 まず１点目、市史編さん事業、刊行スケ

ジュールでございますが、令和３年度に第

１巻、創刊号の発刊、続きまして、令和４

年度に第２巻の発行、それから令和５年か

ら７年度にかけまして、３・４巻の発行を

予定しておるところでございます。 

 続きまして、１２４ページの生涯学習課

が管理します車両管理の重量税、それとあ

わせまして、１３０ページ、公民館の車両

管理のお問合せありました重量税に関し

ましては、昨年度は車検がございましたの

で、重量税が発生しましたので計上させて

いただいた次第でございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 ご答弁ありがとうご

ざいました。車検でしたね、わかりました。 

 あと、もう１点聞きたかったことは、１

３０ページの下、生涯学習課の図書館施設

管理事業について、内容を教えてください。 

 トイレ掃除、ウオーターサーバー、これ

も理解しました、ありがとうございます。 

 ２回目の質問は以上です。よろしくお願

いします。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 １３０ページの図

書館施設管理事業でございます。 

 こちらのほうは、図書館に関します修繕

料のほか夜間の機械警備の委託料でござ

います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 出口委員。 

○出口こうじ委員 修繕費でしたら、屋根

にソーラーパネルとかそういうのではな

いのですね。理解しました。 

 私からは以上です。 

○弘豊委員長 出口委員の質問が終わり

ました。 

 続けて、ほかの委員の方、どうですか。 

 西谷委員。 

○西谷知美委員 では、質問させていただ

きます。 

 予算概要から、１０６ページの交通専従

員業務委託料というのがありますが、これ

は、シルバー人材センターに委託している

朝の見守りの方のことですかね。お見かけ

したら、ご高齢の方が多くて、交通の対応

となると瞬時な判断にかかってくること

が多いと思うんですけれども、人材につい

てのシルバー人材センターに対して、こう

いった人材にしてほしいとか、本当に交通

安全を見守れる人材になっているかどう

かの確認は取れてるのかということをお

聞きいたします。 

 次に、１１０ページの国際理解教育推進

事業なんですが、これは、外国人のお子さ

んに対する事業なのか、海外の方の異文化

理解なのか、どっちでしょうか。具体的に
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教えていただければと思います。 

 摂津市においては、横のつながりがうま

くできてるのかなと感じておりますが、例

えばこういうところに自治振興課の多文

化共生の取り組みとうまく協働するなど

はなされているのかどうかお聞かせくだ

さい。 

 次に３点目が、１１２ページの日本語指

導教育事業、こちらも自治振興課の多文化

共生に関して、外国人のお母さん、お父さ

んがいらっしゃる家庭のサポートをして

いる市民団体などが、自治振興課とやりと

りをされているので、そういったところと

の協働事業というのは、行われていたりす

るのかというところで確認お願いいたし

ます。 

 ４番目、キャリア教育なんですが、具体

的にはどのようなことをされているんで

しょうか。代表質問の中で、オンラインを

活用してということがあったと思うんで

すけれども、もう少し具体的にお聞かせい

ただければと思います。 

 次に、その下のスクールガードリーダー

配置事業というのは、具体的にどのような

ものか、お聞かせください。 

 あと学力向上の部分で、理科を追加した

ということなんですけれども、理科という

のは、具体的にどのような取り組みをされ

るか、お聞かせください。 

 この中で、学習指導委託料の予算が令和

３年度が２，３４９万円だったのが令和４

年度は１，７００万円に減っているので、

その理由についてお聞かせください。 

 出口委員も触れられたんですが、７番目、

いじめ問題防止対策推進事業のところな

んですが、第三者委員会があるとき以外に、

どのような活動を具体的にされているの

か、お聞かせください。 

 ８番目なんですが１１４ページ、土曜つ

ながり推進事業というのが、コロナ禍にお

いて具体的にどのような取り組みをされ

てるか、お聞かせください。 

 就学児指導事業というのがあるのです

が、こちらについて、何名ほどが対象とな

っているかなど、お聞かせください。 

 特別支援教育推進事業についてなんで

すが、昨年より予算が減ってるように思う

のですが、人数はふえていってるのではな

いでしょうか。なぜ減ったのかをお聞かせ

ください。 

 次、１１６ページ、この小学校教育用コ

ンピューター事業に関して、本年度の当初

予算主要事業一覧の中には、プログラミン

グロボット教材というのが書かれてたの

で、こちらの具体的な内容について、お聞

かせください。 

 千里丘小学校の増改築工事、基本設計に

ついて、具体的なスケジュールや周辺住民

への周知など、どのような計画になってる

かをお聞かせください。 

 １２２ページ、中学校給食事業について、

センター方式で事業を進めるということ

なんですが、例えば吹田市と一緒に給食セ

ンターを運営するに当たっては、１万７，

０００食必要ということで、センター用地

が予定地とされている場所では狭いので

はないかといった議論もございます。たく

さんの食数を扱うことになると、起こって

はいけないことですけれども、食中毒など

何か事故があったときに、対処が難しいの

ではないかということで、例えば、鳥飼方

面は、運搬も交通事情で大変だったら、小

規模であっても分割するような予定はな

いのかどうか、お聞かせください。 

 １３０ページの電子図書についてです

が、電子図書は今どのくらいの割合である
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のか教えてください。電子図書にすると、

メリット・デメリットがあると思うんです

けれども、どういった種類を電子図書にし

て、どういったものを電子図書にしないか

といったことを教えてださい。 

 あと、公民館無線ＬＡＮ構築委託料とい

うのが、今回入ってきたと思うんですけれ

ども、これは、やっぱりオンライン講座と

かそういったことをふやすといったこと

が目的なのでしょうか、具体的な無線ＬＡ

Ｎを導入した経緯について、お聞かせくだ

さい。 

 以上です。 

○弘豊委員長 そうしましたら、答弁のほ

う順次お願いしていきます。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 西谷委員の１番目

のご質問に答弁申し上げます。 

 交通専従員委託料についてでございま

す。高齢の方が多いので、瞬時の判断がで

きるのかどうかというご質問でございま

すが、子どもの見守り全般に言えることで

はございますが、基本的には、業者ではな

く地域の方が中心となって担っていただ

いております。結果として、ご高齢の方に

はなっておりますが、地域の方の見守りと

いうことを中心にこれまで進めてまいり

ました。交通専従員につきましては、通学

路の中でも、特に交差点付近の信号がない

場所や、人の目が必要なところの配置であ

り、基本的には、午前と午後に入っていた

だかないといけないので、担い手が少ない

状況ですが、子どもたちのためにやりたい

とおっしゃっていただける方に、動いてい

ただいております。選定に当たっては、シ

ルバー人材センターの中でも面接をして

いただいて、ご判断いただいておりますの

で、お任せしても大丈夫であると考えてお

ります。 

○弘豊委員長 続いて、河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、学校教

育課に関わる内容について、ご答弁申し上

げます。 

 まず、二つ目の質問です。国際理解教育

推進事業の内容に、また日本語指導の内容

について、及び連携についてのご答弁です。 

 国際理解教育につきましては、現在、多

文化共生の教育の必要性が大きくなって

きており、学校に社会人講師を派遣して、

国際理解教育を推進していくものになっ

ております。 

 日本語指導については、外国語を母語と

する子どもたちに対する母語の言語的な

支援を、日本語指導講師を派遣して実施し

ていくものです。 

 自治振興課等との連携についてですけ

ども、国際交流協会との連携をさせていた

だき、日本語指導の講師の方について、情

報を共有したりさせていただいてるとこ

ろです。しかしながら、自治振興課との共

同事業ということでは実施できていませ

ん。 

 続いて、３番目の質問、キャリア教育推

進事業の内容についてです。こちらは摂津

市の子どもたちに、未来を切り開く力を育

んでいくキャリア教育を推進していくこ

とが一つの目的となっています。 

 具体的には、今回の議会でもご答弁させ

ていただいたように、中学校で実施してお

ります職種体験活動で企業との連携や、Ｎ

ＰＯ法人とも連携しながら、社会と関わり、

なぜ自分が学んでいくのか、どのように学

んでいくのかということを社会の課題等

を一緒に考えていく中で、力を育んでいく

内容をやっています。小学校もまた今後、

そういった視点で、事業を展開していきた
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いと考えているところです。 

 続いて、四つ目のスクールガードリーダ

ーの内容についてです。スクールガードリ

ーダーは、見守り活動を行っているものな

んです。小学校の校区中心に登下校の際に、

危険場所があるかとか、不審者がいないか

どうかなどを見守りをしていただいて、各

学校に、そういう情報とかを共有していく

というものです。もともと警察ＯＢの方に

限定してやっていたのですが、なかなか昨

今、そういった人材が集まらないこともあ

りますので、学校の教育関係者、退職校長

先生方や地域の方々、保護者の方々含め、

やっていただく方を校区に分けて見守り

活動を推進しているということです。 

 続いて５番目、学力向上推進事業の中の

調査項目理科を追加した内容です。こちら

は代表質問でもご答弁いたしましたとこ

ろなんですけども、近年徐々にではありま

すが、本市の子どもたちの学力は高まって

きていると捉えております。しかしながら、

数年に一度行われます全国調査の理科で

あったりとか、大阪府のすくすくウォッチ

という学力のテストでは、やっぱり国語や

算数に比べて理科に課題があると思いま

したので、摂津市の小学校で実施していま

す学力定着度調査の中に、理科の項目を加

え、テスト結果を活用し、課題を踏まえた

上で授業改善とか、学力向上の取り組みを

行っていくために、行うことといたしまし

た。 

 続いて、同じ学力向上推進事業の中の学

習指導委託料が減額になっている理由に

ついて。これまで新型コロナウイルス感染

症が拡大したときに、長期の臨時休業行っ

たことがございました。それを受けて、中

学校を中心に、中学３年生が高校進学に向

けて、学力保障、進学保障につなげていく

ために、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の夏期講習、

冬期講習を実施していたのです。これを令

和２年度と令和３年度に実施したんです

けども、長期の臨時休業の影響については、

次年度はなくなってくるだろうというこ

とから、実施しないことにいたしましたの

で、減額となっております。 

 続いて、７番目の質問です。 

 いじめ問題防止対策事業の活用内容に

ついてです。基本的には、重大事態の発生

したときに活用していくということです。

また、これまでは定例会を年１、２回行い

まして、例えば、摂津市のいじめ等の問題

行動の状況を共有したり、具体的な事案を

議題とする中で、ケーススタディという形

でご意見いただいて、その内容を各学校の

指導に活かしていくように活用しており

ました。 

 以上になります。 

○弘豊委員長 山根課長。 

○山根教育支援課長 それでは、教育支援

課所管分についてのお問いにご答弁申し

上げます。 

 ８番目、土曜つながり推進事業について

のご質問についてでございますが、こちら

の事業は、本市小・中学校に通学している

障害のある児童・生徒及び卒業生、また、

本市在住の支援学校へ通学されている児

童・生徒、その卒業生の方を対象とした事

業でございます。 

 具体的には、歌を歌いましたり、工作を

したりといったことを通して、参加者の交

流を深めていただくというものでござい

ます。令和３年度、緊急事態宣言中、まん

延防止等の措置の期間中は、実施ができな

かったのですが、１２月に１回実施するこ

とができまして、ここでは感染対策を十分

にとった上で、クリスマス会を実施してお
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ります。 

 次に９番目、就学児指導事業についての

ご質問についてでございます。 

 こちら就学相談の件数としましては、令

和３年度１０１名の方の相談に対応いた

しました。就学に当たっての不安や疑問に

ついてお聞きをしまして、丁寧に説明をす

るといった対応を取っております。 

 １０番目の特別支援教育推進事業につ

いてのご質問でございます。 

 全体での予算としては、減となっておる

のですが、この理由としましては、特別支

援教育推進事業の中に設けておりました

会計年度任用職員、こちらが学校教育課所

管分の学校に配置する支援人材と一体化

をしておりまして、この事業としては減っ

ておるのですが、学校への支援に当たる人

材としては、総数では減っているものでは

ございません。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、１１番

目の質問について、ご答弁申し上げます。 

 小・中学校のコンピューター事業の中の

小学校に導入しますプログラミングロボ

ットの内容についてです。 

 こちらは想像していただきたいのです

が、お掃除ロボットはみなさんご存知であ

ると思いますが、このような形をしたもの

です。それが、タブレット端末でプログラ

ミングをした命令に従い、そのロボットが、

例えば絵をかいたり、音を鳴らしたりとか、

動作をする。黒板に貼りつけて、動くこと

ができるロボット教材を導入する予定に

なっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 １２番目、千里丘小

学校のスケジュールということでござい

ます。 

 まずは、令和４年度に基本設計、およそ

半年程度で基本設計の予定を立てており

ます。その後、実施設計を４年度から、５

年度の途中までを予定しております。 

 実施設計が終わりましたら、工事に入っ

ていく予定でございますが、まずは、今、

北側に校舎が建っておりますが、反対の南

側に仮校舎を建てていくことから始めて

いく予定でございます。 

 工事の工程等につきましては、実施設計

で具体的なものが見えてこないと、なかな

か具体のスケジュールを申し上げること

はできないのですが、そのあたりが決まっ

てから、周辺の住民の方にはしっかりとご

説明をしてまいりたいと考えております。 

 次に、給食センターについてでございま

す。１万７，０００食分の予定地としては、

狭いのではないかというお問いでござい

ますが、吹田市がお声がけをいただいてる

中では、多分摂津市の６，０００平米を想

定してご質問いただいてるのかなあと思

うのですが、そこでは確かに難しい話でご

ざいますので、隣の吹田市が持っておられ

る３区画合わせての検討ということでお

話をいただいております。食中毒などの対

処も問題ではないかということも、私ども

も、それは課題であると認識をしておりま

す。センターを分割して考えてみてはどう

かということなんですけれども、今は、ご

提案いただいたことが実際にできるのか

どうか、一緒に検討をしている段階でござ

いまして、今はまだ決定はしておりません。

もちろんいろいろな課題があると思いま

すので、双方でお話を進めさせていただい

てはおるんですが、ほかの検討も当然して

いかないといけないと思っておりますの
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で、その点については、複数案ということ

で、選択肢をいろいろもっていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に関わ

りますご質問にお答えをさせていただき

ます。 

 まず１点目、公民館の無線ＬＡＮの設置

の件でございます。 

 こちらのほうは、ネット環境をご利用い

ただいて、情報の収集とか調べ学習等して

いただき、幅広くご利用をしていただくも

のと、それとオンライン会議とか、打合せ

にもご利用いただけると思っております。 

 それと、公民館は有事の際、避難所とし

て活用されますので、その際に、避難され

た方々の情報の収集や連絡方法として、ご

利用いただけるものと考えております。 

 次に、電子図書の選書について、お答え

をさせていただきます。選書につきまして

は、これからということになるんですけど

も、選書会議を経て選定のほうさせていた

だきたいと思っております。 

 特に、今回の電子図書に関しましては、

オーディオブックとか、それから資格問題

系の著書、それから当然、著作権等がここ

にはございますので、その点も考慮しなが

ら、選書のほうさせていただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 西谷委員。 

○西谷知美委員 たくさんの質問に対す

る回答ありがとうございます。 

 １番目の交通見守りについては、シルバ

ー人材センターに信頼して委託されてる

ということで、もちろん地域の方でエリア

の問題など、熟知されてる方にお願いする

ことも大事なんですが、やはり最近、不審

者等も出没することもございますので、今

後できれば比較的若くて、例えば２年、３

年で代替わりを考えるといった、なるべく

危険に対して瞬時の対応ができる人物を

選定できるようなことも検討いただきた

いと要望しておきます。 

 ２番目についてなんですが、国際交流協

会というのがあるのは知ってるんですけ

れども、例えば、外国語が母語である人に

言語支援をされてるということで、そこの

教室に通うお子さんをどういう形で選定

されてるのかというところをお聞きした

いと思います。 

 例えば、自治振興課に登録されている市

民団体と連携したらどうかというのは、国

際交流協会の認識から漏れている子が、も

しかしたら地域の活動で発掘できるとい

うことがあると思います。地域の中で活動

している人だからこそ発掘できるという

か、発見できるといったことも多々あると

思いますので、市民団体との協働も検討し

た上で、どのような形で外国語を母語とし

ているお子さんへのアプローチを行って

いるかということを２回目の質問でお願

いします。 

 キャリア教育についてなんですが、中学

２年生で実施すると思うんですけども、先

ほど小学校もという形で言及されてたの

で、小学校では、大体何年生ぐらいでキャ

リア教育の授業というか学びを受けられ

るのかということを２回目お願いいたし

ます。 

 スクールガードリーダーについては、理

解いたしました。警察ＯＢが望ましいけれ

ども、なかなか人数が集まらないというこ

とで、学校の教育関係者などにもお声がけ

しているということで、どのように募集さ
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れているかをというのと、１校当たり大体

何名ぐらいいらっしゃるのかということ

を２回目の質問とさせていただきます。 

 ５番目、理科が追加されたということで、

先日の代表質問でも、学力調査の結果、や

はり理数系というのが厳しいということ

で、理科に特化した講師を募集されている

のかどうか、それか担任が教科をふやして

いるのか、そういった場合、やっぱり担任

の方に負担がふえるのではないかという

ことで、そのあたりお聞かせください。 

 ６番目、摂津ＳＵＮＳＵＮ塾の夏期講習、

冬期講習の実施を令和４年度はないだろ

うと見越した予算であるということで理

解いたしました。 

 ７番目のいじめの件ですが、年に複数回、

現状について勉強会などされているんで

しょうか。大体何回ぐらい集まるか、お聞

かせください。 

 ８番目、土曜のつながりについては、１

２月に実施できたということで、必ずしも

発信する必要はないかもしれないんです

けれども、市の全体のイメージアップとい

うか、こういうことにも取り組んでますと

いうアピールで実施できた場合は、例えば、

今、インスタ隊がすごく頑張ってくれてい

るので、摂津市の細やかな事業について、

ＳＮＳでもしっかり発信していただきた

いと思います。こちら要望としてお伝えい

たします。 

 ９番目、就学相談についてなんですが、

不安・疑問に対して、大体１０１名という

かなりたくさんの人数の方に対応してい

ただいてるということでありがとうござ

います。例えば、具体的に言うのが難しい

んですけれども、発達障害のお子さんとか

でしたら、本当に個人、個人で問題が違う

こともありますので、しっかり今までの前

例をちゃんとデータとして置いておいて、

それぞれの不安・疑問を解消できるような

事業として、継続いただきたいと思います。

こちら要望としておきます。 

 特別支援に関しては、会計年度任用職員

を一体化したということで、予算の見せ方

が変わったということで理解いたしまし

た。 

 １１番目のプログラミング教室なんで

すが、掃除ロボットのようなロボット教材

ということで、こちらに関しても、すごく

ユニークな事業だと思うので、例えば、こ

ういうことに摂津市の教育は取り組んで

ますという形で、ＳＮＳで発信できたらい

いのかなと思います。要望として、お伝え

しておきます。 

 １２番目、千里丘小学校の工事の件、工

事の工程が決まったら、保護者、周辺の

方々に説明ということで理解いたしまし

た。なるべく工期が決まりましたら、大き

な工事が行われるということで、保護者も

不安に思ってる部分があると思いますの

で、誠実に丁寧に対応していただければと

思います。 

 １３番目の中学校給食に関してですが、

今、鳥飼グランドデザインということで、

鳥飼地域を何とか盛り上げようというと

ころもございますので、すごくとっぴな発

案にはなるかもしれないんですが、鳥飼地

域には農地があるということで、アレルギ

ーのお子さんに特化した有機の自校式給

食が食べられる小学校だというのをうた

えば、何か新しい住民が来られたりとかい

ったことが考えられます。全市同時スター

トじゃなくても、そういった形で取り組ん

でもいいのかなというのを要望として、付

け加えておきます。 

 １４番目の無線ＬＡＮについて、ネット
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環境を利用した講座が広がったりとか、公

民館が有事の際に避難場所として使われ

るため、整備されるということで理解いた

しました。 

 電子図書に関しては、何度か出口委員も

おっしゃっているんですけれども、電子図

書よりも紙のほうが脳に残りやすいと感

じます。私自身もやっぱり電子図書で読ん

だり、ネットの記事というのは、なかなか

頭に残らないので、新聞もずっと取り続け

ているんですけれども、そういった形で、

子どもへの学びに対しては、うまく両方活

用できるといったことを工夫していただ

きたいと思います。 

 では、２回目の回答よろしくお願いいた

します。 

○弘豊委員長 ここで、開始から１時間経

ちますので、一旦、新型コロナ対策として、

室内の換気を行います。暫時休憩します。 

（午前１１時１分 休憩） 

（午前１１時５分 再開） 

○弘豊委員長 それでは再開いたします。 

 答弁のほう求めます。 

 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 まず、二つ目にあ

りました日本語指導の必要な子どもをど

のように受け入れているのかという質問

についてお答えいたします。 

 基本的には、そのお子さんが新就学や転

入で入ってくるときに、例えば学校教育課

窓口での相談があります。そのお子さんの

状況をお聞きして、日本語指導の必要性と

か判断し、日本語指導の講師の派遣時数等

を考えていきます。 

 また、新就学の場合は、特に外国籍であ

れば、我々から就学前の施設に確認をさせ

ていただいて、状況の把握をさせていただ

いているところです。 

 また、学校で実際に授業をしていく中で、

どのぐらいの時間日本語指導の必要があ

るかなど聞き取りや計画書で目安を示し

ていただいて、それら計画を確認しながら、

時間数を割り当てていく形で支援の在り

方を考えているところです。 

 続いて、３番目の質問です。キャリア教

育は小学校ではいつからするのかという

ご質問についてご答弁いたします。 

 キャリア教育は、実は全小・中学校の全

学年でやっていることなんです。小・中学

校のキャリア教育全体指導計画というも

のを立ててもらっており、その中でキャリ

ア教育に位置づけられる内容をやってお

ります。 

 例えば小学４年生の２分の１成人式で

あるとか、あと卒業式で自分の夢を語った

りすることについても、このキャリア教育

の中に位置づけられます。 

 キャリア教育というのは、その発達段階、

その年代で、自分がどのように社会と関わ

っていくのか、周りの人と関わっていくの

かとか、そういった力を育んでいくものに

なっておりますので、全学年でやっていく

ものだということです。 

 今後、現在、各学校でやっているキャリ

ア教育の整理をさせていただいて、効果的

にできますようにするととともに、企業と

か社会との連携など、中学校でやっている

ものを小学校でも生かせるようにしてい

きたいと考えております。 

 続いて、４番目の質問で、スクールガー

ドリーダーの募集についてです。 

 スクールガードリーダーの募集につい

ては、先ほど退職警察のＯＢの方にお願い

してきたのですけど、現在は人が集まりに

くいところがあります。なので、例えば退

職の校長先生とか教職員の方に、個別に、
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やっていただけないかお願いするなどし

て、何とか人を確保しているような現状に

なっております。 

 基本的には、１中学校区に１名ないし２

名で現在は実施しております。令和３年度

は７名でスクールガードを行っていると

いうところです。 

 それでは、５番目の質問です。理科の追

加に関わって、理科の授業について、特別

な教師でやっているのか、担任の負担はど

のようなものがあるかということについ

てご答弁いたします。理科の授業は、特別

の教師ではないです。小学校では学級担任

制を行っておりますので、学級の担任が行

うか、もしくは隣のクラスの先生と交換で

授業を行うか、もしくは担任外の先生が理

科を教えるというようなことも考えられ

ます。 

 担任の負担についてのご質問について

は、理科の授業では、実験がありますので、

もしも実験を授業の中で子どもたちにさ

せる前には、予備実験を行い、教員が事前

に同じに実験をして、どういったトラブル

が起きるかというのを確認する必要があ

ります。 

 やはり実験用具の準備や予備実験があ

ったりとかするので、全員が理科専門の教

員ではない小学校では、負担感はあるのか

なと、そのように感じている教員もいるの

かなと考えております。 

 ７番目の質問に対するご答弁です。いじ

め問題対策委員会の定例会の回数ですが、

これまでは２回としておりましたけれど

も、コロナ禍という事もあり、１回という

年もございました。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 いいですか。 

 じゃ、西谷委員。 

○西谷知美委員 ２回目の回答、ありがと

うございます。 

 外国籍のお子さんであったり日本語の

指導が必要なお子さんに対してのアプロ

ーチの仕方について詳しくご説明いただ

きありがとうございます。理解いたしまし

た。 

 キャリア教育についても、理解いたしま

した。２分の１成人式がそのキャリア教育

に関連しているというのは、なるほどとい

う感じなんですけれども、話は外れるかも

しれないんですが、２分の１成人式内にお

いて、自分の生い立ちみたいなのを結構語

るときがあるんですけれども、様々な家庭

背景があることから、最近ではそのような

形はいかがなものかみたいなお声もある

ので、キャリア教育重視にしたら、そうい

ったお子さんにとっても負担がないのか

なという部分があるので、是非そちらのほ

うに大きめにシフトしていただけたらな

と思います。これは要望でお伝えしておき

ます。 

 スクールガードリーダーについて、中学

校区に一、二名で、現在７名ということで

理解いたしました。中学校区によって、や

っぱり大きいところ、狭いところあると思

うんで、そこで１名だったり２名だったり

ということではあると思いますので、適正

な人数配置かなと思います。 

 次に、理科の学力調査の結果を重視する

ということで、担任の先生が実験などを行

う際、そういったところで授業の面白い有

名講師の方が理科の教員に対して講習す

るなど、やっぱり子どもたちが理科って面

白いなと思えるような工夫を、先生のほう

に研修を受けていただけるような対応を

要望しておきます。 

 いじめ問題について、通常２回のところ
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を１回の年もあったということで、そこま

で深刻なことが摂津市内にはないという

理解でよろしかったでしょうか。こちらだ

け３回目、お願いします。 

○弘豊委員長 それでは、答弁お願いいた

します。 

 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 ７番目のいじめ

問題の委員会、定例会が１回であったのは

深刻的なものがなかったというご質問で

すけれども、基本的には、こちらの事業費

は、第三者委員会で調査を依頼するときに、

調査の費用として計上しているものであ

り。これまでそのような調査をかけていく

ような事案が、実際には発生はしていませ

ん。 

○西谷知美委員 ３回目、ありがとうござ

いました。 

 重大なことは発生していないというこ

とですが、個々の小学校では何かあったり

することもあるかと思うので、アンテナは

高く持っていただいて、令和３年度は幼児

の虐待の事件もありましたので、摂津市に

とって、お子さんを大切にしているまちだ

という情報発信をしっかり続けていただ

ければと思います。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、質疑を続けてい

きます。 

 次に、村上委員。 

○村上英明委員 これまでのお二人の委

員のほうから質問があった部分と重なる

部分もあるんですけど、その確認も含めて

させていただきたいなと思っています。 

 ２５項目聞きたいなと思っていますか

ら、よろしくお願いいたします。 

 まず、１点目なんですけども、歳入の部

分で、全部予算書でいきます、予算書の３

３ページのところなんですが、節３で学校

の体育施設使用料というのが、この令和３

年度当初に比べて、令和４年度の分が若干

減額になっているということですので、こ

れはコロナの関係もあるのかなとは想定

するんですけれども、その理由について、

確認も含めてさせていただきたいと思っ

ています。 

 ２番目です。これも歳入なんですけれど

も、４９ページのところで、大阪府の教育

支援体制整備事業補助金というのがござ

います。これも令和３年度当初と比べて減

額となっておりますので、減額になった理

由と、その影響がどうあるのか確認をさせ

ていただきたいと思っています。 

 ３点目ですけども、歳出のほうでいきま

す。１７１ページのところで、会計年度任

用職員報酬というのがあります。この令和

３年度当初の比較をいたしまして、減額と

なっております。一方で一般職の給料とい

うのはふえているんですけれども、この会

計年度任用職員の報酬の部分の減額の内

容と業務量に影響があるのかないのかと

いうことも含めて、お尋ねをしたいと思い

ます。 

 ４番目、１７３ページのところで、小中

学校通学区域等審議会委員報酬というの

があります。今回条例の絡みもあるかもし

れませんけれども、令和３年度の当初予算

と比べてふえてきていると、令和４年度の

当初予算ということもありますので、その

辺の増額の内容と、そして予算絡みになる

か分からないんですけれども、令和３年度

で鳥飼地域の通学区域と基礎調査がされ

たと思うので、その内容がもしお答えして

いただけるのであれば、お願いをしたいと

思っています。 

 次が５番目でございます。１７５ページ
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のところで、広告料というのがあります。

これは人事関係で広告というのが計上さ

れていると思うんですが、教職員の募集の

絡みなのかなと認識をしたんですけども、

この予算の計上の考えと、また内容につい

てお尋ねをしたいと思います。 

 ６番目、１７５ページのところで、安全

事業委託料が計上されています。これ、令

和３年度に対して増額になっているとい

うことですので、増額の内容について確認

でお尋ねをしたいと思います。 

 次に、７番目、１７５ページのところで、

適正規模及び適正配置検討支援業務委託

料というのがあります。令和３年度の当初

予算等と比べて増額になっています。代表

質問でも質疑があったと記憶をしている

んですが、この委託の内容について、確認

をさせていただきたいと思っています。 

 ８番目、１７５ページのところで、これ

も人事の関係なんですが、大阪府の都市教

職員人事主担課長会負担金というのがあ

ります。金額にして４，０００円なんです

けれども、今の課長会の議題とか人事に関

する課題等々について、どういう形で議論

されているというか、今後の課題について

お尋ねをしたいと思います。 

 ９番目でございます。１７７ページのと

ころで、研修参加負担金というのがありま

す。金額的には２万円なんですけども、令

和２年度の決算でいけば１万２，０００円

ほどだったと思うんですが、令和４年度の

この研修の参加の考え方についてお尋ね

をしたいと思います。 

 １０番目、１７７ページのところで、学

校運営協議会委員報酬とあります。これも

条例の関係もあるとは思うんですが、令和

４年度の当初予算で１５万円計上されて

いるんですけれどもね。代表質問でも教育

長のご答弁もありました。 

 その中で、委員というのは、教育委員会

として任命すると思っていますので、学校

運営協議会設置の目的と効果と委員の数

についてお尋ねをしたいと思います。 

 １１番目なんですが、１７９ページの、

学力定着度調査委託料ということで、令和

３年度の当初と比較をいたしまして、増額

になっています。この増額の内容と調査結

果の活用方法についてお尋ねをしたいと

思います。 

 １２番目、１７９ページのところで、先

ほども若干ありましたけれども、キャリア

教育の調査推進委託料というので、令和４

年度は１６９万４，０００円が計上されて

いると思います。 

 ９年間を見通した教育とか、あと卒業式

等々で自分の夢を語っていくとかいうこ

とも言われておられましたけれども、令和

４年度の実施の内容と目的についてお尋

ねをしたいと思います。 

 １３番目、１８１ページのところで、小

学校の部分で遊具点検委託料というのが

計上されています。これも令和３年度と比

較して増額になっているというのであり

ますので、増額の内容と、この点検をした

後の取り組みについてお尋ねをしたいと

思います。 

 １４番目、１８１ページのところで、こ

れも先ほど別の委員のほうからご質問あ

りましたけれども、小学校校舎の増築等基

本設計委託料についてであります。基本設

計ということで５，９９５万円が計上され

ているということなんですが、実施設計の

予算が見当たらなかったものですから、実

施設計の部分の予算と、建替えに関わる工

事費をどのぐらい見込まれているのかと

いうことで、１回目お尋ねをしたいと思い
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ます。 

 １５番目、１８１ページのところで、校

務員業務委託料というのがあります。これ

も令和３年度当初と比較して増額になっ

ています。その内容についてお尋ねをした

いと思います。 

 これは中学校の部分もそうなんですけ

ど、同様に増額になっていると思いますか

ら、その辺の校務員業務委託料というのが、

増額となった理由についてお尋ねをした

いと思います。 

 １６番目、１８１ページのところで、照

明器具借上料、これは小学校の部分なんで

すが、内容と対象の学校について、お尋ね

をしたいと思います。 

 １７番目でございます。１８３ページの

ところで、これも中学校も同様なんですけ

れども、小学校の空調設備設置工事という

のが計上されておりまして、令和４年度は

８，０７３万７，０００円です。この工事

のスケジュール関係についてお尋ねをし

たいと思います。 

 １８番目、１８３ページで、これも先ほ

ど質問がありましたけれども、健康観察ア

プリの使用料についてです。これはコロナ

対策の関係ということで、家庭から学校へ

の健康状況の報告ということです。それで

逆に学校側から保護者に対して状況を返

信していくとかいうことも含め、このアプ

リで可能なのか、この活用方法と効果につ

いて、お尋ねをしたいと思います。 

 １９番目、１８５ページのところで、三

島地区の学校給食研究協議会負担金とい

うのがあります。これは令和３年度と同額

ということであるんですけれども、この協

議会で研究しておられる内容についてお

尋ねをしたいと思います。 

 ２０番目、１９５ページのところで、Ｐ

ＴＡ協議会補助金というのがあります。令

和３年度の当初予算と比較すると、２万円

ほど増額になっています。ＰＴＡ会員数の

動向と、それをどう認識しておられるのか。

私の認識では減ってきているというか、退

会というような声もお聞きしている部分

もあるんですが、その動向と２万円増額し

た内容について、お尋ねをしたいと思いま

す。 

 ２１番目、公民館の管理委託料というの

があります。先ほど公民館のＷｉ－Ｆｉの

件で質疑もありましたけども、令和３年度

の当初予算と比較して、令和４年度は増額

になっているということでありますので、

この増額の内容について、お尋ねをしたい

と思います。 

 ２２番目、同じ１９７ページのところで、

公民館まつり舞台設営等委託料というの

が計上されています。この令和４年度で２

７万８，０００円ということなんです。そ

のほかにも、講座開催設営等委託料で１５

万円ほど計上されています。この公民館ま

つりの舞台設営等委託料の委託内容と、こ

の予算化した背景についてということを

お尋ねをしたいと思います。 

 次、補正予算の部分です。８ページのと

ころで、教育用コンピューターの事業とい

うことで、債務負担行為で１年延ばされた

ということであります。昨年の第３回定例

会のときに、債務負担行為で令和４年から

令和８年ということで設定されたのかな

とは思いますが、あれから数か月たった中

で、１年延ばして債務負担行為の変更をさ

れたということであります。この期間の変

更の理由、半導体の不足ということになる

かも分かりませんが、ご答弁お願いしたい

と思います。 

 ２４番目、補正予算の５９ページのとこ
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ろであります。実用英語技能検定料負担金

というのがありまして、約半減もいかない

けども、１１８万円ほど減額補正になって

いると思いますので、その減額の理由と、

影響があったのかどうかということの確

認も含めてお尋ねをしたいと思います。 

 最後２５番目でございます。５９ページ

のところで、小学校照明器具改修工事実施

設計委託料というものが、減額補正されて

います。中学校の部分も同様なんですが、

この理由について改めて確認をさせてい

ただきたいと思っています。 

 １回目、以上です。 

○弘豊委員長 それでは、答弁求めます。 

 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に関わ

ります学校体育施設の使用料の件につき

ましてお答えをさせていただきます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大による

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に

伴いまして、国や大阪府からの要請に従い、

施設の開放停止や利用者自ら活動を自粛

されたことなどがございまして、施設の使

用が減少した年でございました。 

 これらも勘案しながら、この先、感染状

況を予測することは難しいことだとは思

うんですけれども、令和４年度の収入のほ

うの積算をさせていただいて、計上させて

いただいたものでございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、学校教

育課に関わる内容についてご答弁申し上

げます。 

 大阪府教育支援体制整備事業の補助金

が、昨年度と比べて減額されているその理

由と影響についてですけれども、減額理由

については、令和３年度につきましては、

新型コロナウイルス感染症対策に関わる

会計年度任用職員、具体的にはスクールサ

ポーターの１５名分に合わせて有償ボラ

ンティアである学習サポーターの派遣時

間数についても補助を見込んでいたもの

でした。しかしながら、大阪府において、

スクールサポーター分しか補助対象にな

らなかったために、本年度については減額

になっております。 

 補助額が減額となりましたけれども、学

校へは令和３年度と同様に、学習サポータ

ーの派遣時間に対する、予算計上はできま

したので、お認めいただいた際には、学校

へは補助金の減額の影響についてはない

と考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 会計年度任用職員

報酬減の理由についてでございます。 

 こちらにつきましては、学校校務員の補

助嘱託員、並びに子ども安全巡視員の報酬

でございます。 

 令和４年度から新たに学校の校務を２

校、民間委託をすることに伴いまして、ま

た、会計年度任用職員の３年ごとの更新が

切れることもございまして、１３名から１

０名に変更させていただきました分の減

額でございます。 

 子ども安全巡視員につきましては、単価

の見直しを行いまして、若干増にはなって

おりますが、相殺した結果、減となってお

ります。 

 次に、通学区域等審議会の報酬について

でございます。増の内容といたしましては、

本年度も千里丘小学校の学校区につきま

して、審議会を開催させていただいたので

すが、その折の予算の根拠と申しますか、

内額としまして、１６名×３回の予定で令
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和３年度要求をしておりました。令和４年

度につきましては、少し増の１８名×４回

ということで、その分の増となっておりま

す。 

 基礎調査の結果でございますが、データ

と紙ベースでいただいたのですが、先日の

定例会の中で回答させていただいたと思

うのですが、もう３年後には鳥飼東小学校

なんですが、２０人を切る学年がいよいよ

やってくるというような状況でございま

す。１０年後、２０年後等、今後先々の推

定をした推計等も出ております。 

 ここで全てお答えするのは難しいと思

いますので、業者のほうから冊子にしたも

のを増刷していただけることになりまし

たので、文教上下水道常任委員の皆様には、

お時間を頂きまして、それぞれにご説明に

上がらせていただきたいと思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 武田参事。 

○武田学校教育課参事 五つ目の質問で

す。教職員人事事業の広告料についてお答

えいたします。 

 講師の募集に係る広告の費用でござい

ます。近年、講師不足の状況があり、年度

途中に病休や産休等で欠員が発生した場

合に、代替の講師がなかなか見つからない

ケースがございます。有料の求人広告を出

すことで、速やかな講師の配置に努めたい

と考えております。 

 予算の根拠ですけれども、１回の求人広

告を４週間掲載するために８万円程度の

費用を見込んでおります。年４回掲載する

と考えて、３２万円を見込んでおります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 安全対策事業の増

加分についてでございます。 

 こちらにつきましては、先ほども西谷委

員からご質問がございましたが、安全対策

事業につきまして、シルバー人材センター

に事務の委託をしております。その事務委

託分の増でございます。 

 この事業が始まってから、毎年同じ金額

で受けていただいておりまして、最低賃金

等も上がる中で、今回、見直しをさせてい

ただいた次第でございます。 

 次に、適正規模及び適正配置検討支援事

業業務の内容についてでございます。 

 令和４年度から審議会を４回程度実施

させていただきます。その資料のお手伝い

であったり会議録のお手伝いであったり

という支援業務と、地域や保護者の方々の

意見を広く聞いてまいりたいと考えてお

りますので、アンケート等実施させていた

だくことも併せての支援業務となってお

ります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 武田参事。 

○武田学校教育課参事 八つ目の人事主

担課長会の議題等に関するご質問にお答

えいたします。 

 本年度は７月と１１月の２回開催され

ております。議題の内容ですが、コロナ禍

においてスクールサポートスタッフ等の

配置状況や、共同学校事務室の取り組み状

況の市独自予算での講師の配置状況等に

ついて交流を行いました。 

 また、大阪府教育委員会の要望の取りま

とめを行いました。本市といたしましては、

人的配置の拡大等を要望したところでご

ざいます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 山根課長。 

○山根教育支援課長 ９番目のご質問に
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お答えをいたします。 

 教育支援課所管の研修事業の研修参加

負担金につきましては、教育支援課の指導

主事等が業務上必要な有料の研修等に参

加するための予算でございます。 

 令和４年度の参加の考え方としまして

は、２点ございまして、まず１点目、専門

性を高めるために必要な研修、こちらが有

料でありましたら、それに参加できるよう

にと考えております。 

 ２点目、教育センターの管理上、防火管

理者の資格を持った職員がいる必要がご

ざいます。そのための有料の講習を受講す

る、この２点を主な考え方としております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、１０番

目の学校運営協議会の委員報酬に関わる

内容で、学校運営協議会の設置の目的とか

効果、委員数についてのご質問にご答弁申

し上げます。 

 学校運営協議会の目的としましては、子

どもたちとか学校が抱える課題というの

が近年多様化していく中で、未来を担う子

どもたちの成長のために、学校と保護者、

地域の方々が委員となっていくこの学校

運営協議会で、目標とかビジョンを共有し

て、皆さんが学校の運営に参画していくこ

とで、地域とともにある学校を実現してい

くということが目的であり、そういったも

のができることが効果であると捉えてい

ます。 

 委員の数については、全国では多いとこ

ろで、例えば１５名ほどの協議会委員がい

るという自治体もございます。しかしなが

ら摂津市として何名がいいのか、モデル校

とともに決定していきたいと考えている

ところです。 

 続いて、１１番目の学力定着度調査委託

料の増額の内容についてです。 

 こちらについては、本市で行っておりま

す摂津市の学力定着度調査の中に小学校

３年生から小学６年生までの調査項目に

理科を加えていくということです。子ども

たちの学力状況を図ることや、全国参加者

平均との相対的な位置を図ることから学

力課題を見出して、その課題に対応した授

業改善を中心とした学力向上の取り組み

を行っていくことが増額の内容です。 

 続いて、１２番目、キャリア教育調査推

進委託料について、そちらの内容と目的に

ついてです。こちらの事業の目的は、本市

の子どもたちに未来を切りひらく力を育

んでいく、持続可能なキャリア教育を進め

ていくために、キャリア教育に係るアンケ

ート調査とか、その調査の分析に加えまし

て、プログラムを作成すること、また、研

修会の実施であるとか、企業との連携を図

ることなど、そういった業務について委託

していくというものになっております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、松田課長。 

○松田教育政策課長 遊具の点検委託料

の増についてでございます。 

 これまで各年で実施していた遊具の点

検については、令和３年度分より毎年実施

とさせていただいております。令和３年度

からは、そこにバスケットゴールの点検を

加えております。令和３年度は、小学校２

校の点検をさせていただいておりました

が、令和４年度は４校にふえたための増額

となっております。 

 また、中学校も同様でございまして、中

学校のほうは遊具と言わず体育器具点検

委託料となっておりますが、こちらも昨年

度から例年の点検に加え、バスケットゴー
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ルの点検をさせていただいております。こ

ちらについては、昨年度に２校、第二中学

校と第四中学校を実施しておりましたが、

本年度は１校のみでございますので、減額

となっております。 

 その後の取り組みについてでございま

すが、バスケットの修繕につきましては、

本年度中に３校分修繕を行う予定であり、

令和４年度予算で１校行って完了とさせ

ていただきます。 

 遊具の点検につきましては、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄの４段階で判定をしていただいており

まして、特に緊急度の高いＤ判定は、即対

応させていただきまして、Ｃ判定、例えば

塗装がはがれているとか、そういったもの

については、翌年度の点検までに修繕をす

るというような予定で進めております。令

和３年度のＣ段階の判定につきましては、

令和４年度予算で対応していく予定でご

ざいます。 

 続きまして、千里丘小学校の実施設計に

ついてでございます。 

 基本設計は本年度５，９９５万円という

ことで計上させていただいておりまして、

実施設計につきましては、１億７，１００

万円、合計２億３，０９５万円で、債務負

担行為をさせていただいておるところで

ございます。 

 こちらの工事費につきましては、実際に

は実施設計をしないと、分からないんです

けれども、昨年度の構想を立てた折に参考

としていただいたものは、最大で４０億円

程度と見積りを出していただいておりま

す。 

 次に、校務員委託料の小・中学校共に増

となっている内容についてでございます。 

 校務員委託料につきましても、債務負担

行為を上げさせていただいたのですが、そ

の折には、２校としか申し上げていなかっ

たかと思います。具体的には、中学校にお

きましては第三中学校、小学校では別府小

学校を対象に、令和４年度から委託をした

いと思っております。 

 １６番目の照明器具借上料の内容と対

象についてでございます。 

 対象校といたしましては、安威川以南の

中でも特に鳥飼地域から進めさせていた

だきたいと思っております。 

 ＬＥＤ照明につきましては、これまで工

事の方式で進めさせていただいておりま

したが、令和４年度から方式を検討した結

果、変更させていただきまして、リースと

いうことにさせていただいております。 

 また、詳細は最終の補正のご質問でも、

再度説明させていただきたいと思ってお

ります。 

 次に、体育館のエアコンのスケジュール

関係でございます。 

 鳥飼北小学校と第三中学校の工事を予

定をしておりまして、工期としては、５月

から翌年の２月程度と検討をしておりま

す。ただし前半の６か月は、機器の製作で

あったり手配で時間がかかりますので、実

際の工事としては、１１月頃から１月頃、

冬休みを中心に工事を行っていきたいと

考えております。 

 これに伴いまして、１２月から１月の間

は体育館の使用が禁止となる予定でござ

います。 

 全体のスケジュールとしては、鳥飼北小

学校と第三中学校の工事、味舌小学校、鳥

飼小学校、第四中学校が実施設計という予

定になっております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、１８番
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目の質問で、健康観察アプリ使用料につい

て、活用の方法と、またその効果、加えて

学校から保護者へ情報、メッセージなど送

れるのかという内容の質問に対してご答

弁申し上げます。 

 先ほど西谷委員のご質問の中でも、活用

方法についてはご質問ありましたが、基本

的には、健康観察の情報が保護者のスマー

トフォンなどから送付して、それを学校が

タブレット端末等で確認することができ

る。そのことで、朝の電話連絡であったり

とか、そういった情報を確認する業務につ

いて軽減ができるという内容です。 

 また、学校では、これまでは保護者から

の電話を受け、連絡を聞いた教職員が担任

に紙とかで渡すことあったのですが、そこ

での伝達のミス、記入を間違えたりする可

能性がなくなるということも、効果である

と聞いているところです。 

 学校の朝の電話対応の時間が随分減っ

たということで、負担軽減になったと聞い

ているところですが、私ども学校教育課で、

とっている教職員アンケート中では、この

デジタル健康観察アプリの効果について、

７０％以上の教員が負担軽減につながっ

ていると答えております。 

 基本的に、このアプリに多く関わるのが

学級担任であったり、朝の電話連絡をよく

受ける教頭であったり、あとは養護教諭、

保健室の先生が中心であると考えられま

すので、高い効果があると捉えています。 

 また、保護者の方がどのような意見を持

たれているかどうかについては、また聞い

ていきたいと考えております。 

 学校から保護者にメッセージ等は送れ

るのかということに関しては、機能として

は、送れることになっています。お名前を

クリックしたら、そこに個別のメッセージ

は送ることができます。 

 しかしながら、学校が、子どものことで

保護者にお伝えするということには、やは

り直接お電話をするとか、お会いして伝え

ることが基本であると捉えておりますの

で、どうしてもつながらなかったときだけ、

メッセージを残すなど、そういったもので

活用できるのではと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 三島地区の給食協

議会についてでございます。 

 給食協議会は、昭和４９年に発足いたし

まして、各市の給食の内容についての情報

交換等をしておりました。 

 これまで栄養士たちが集まって、それぞ

れのレシピを交換したり、共に調理実習を

して試食をしながらお互いの良いところ

を共有化しておったんですが、コロナの影

響で現在は書面での会議となっている次

第でございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に関わ

ります３点のご質問にお答えをさせてい

ただきます。 

 まず１点目、ＰＴＡ協議会の補助金に関

しましてですが、ＰＴＡは保護者と教職員

によって学校で組織された自主的に運営

される団体だと認識をしております。その

ことからも、詳細な単位ＰＴＡの会員数や

入会の状況についての、詳細な情報という

のは、私ども持ち合わせておりませんので、

状況については、分からない部分はござい

ます。 

 しかしながら、委員のほうからお話あり

ましたように、不参加や脱退についてのお

話というのは多く聞かせていただいてお
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ります。 

 増額の理由でございますが、ＰＴＡ協議

会が独自に行う事業への事業補助という

ことでございますが、かねてより活動の活

性化や運営、財政面でのご相談を受けてお

りました。また、長年この補助金の額が同

額であり、見直しが必要な時期であったこ

とから、令和４年度より補助金の額を見直

すことといたしました。 

 以上です。 

 ２点目に、公民館管理委託料でございま

す。増額理由でございますが、こちらのほ

うは、安威川公民館が昨年外壁工事で８か

月間の休館をしておりました。その際に、

館内の清掃や管理が必要ないことから、令

和３年度、この管理委託料というのは減額

をして計上しておりました。 

 令和４年度につきましては、通年どおり

の委託契約となることから、金額のほうが

増加しておるということになっておりま

す。 

 それから、もう一点、公民館まつりの舞

台設営委託につきましてです。 

 これは、公民館まつりが、新型コロナウ

イルス感染症により、令和２年度、令和３

年度と中止となりました。令和４年度につ

きましては、感染対策をしっかり行った形

で何とか実施できないかということで、基

本的な感染予防策である３密回避という

ことを考えまして、収容人数が広いスペー

スの取れる会場で５館合同での実施を検

討させていただきました。それらに係る経

費を計上させていただいたものです。 

 具体的な内容としましては、文化ホール

を利用させていただいてのイベント実施

を考えておりましたので、照明、それから

舞台設営に係る委託料を計上させていた

だいております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、２３番

目のご質問、補正予算書の債務負担行為の

教育用コンピューター事業の内容で、債務

負担行為の期間が令和４年度から令和８

年度までの期間が、令和４年から令和９年

度と変更になったその理由についてご答

弁申し上げます。 

 こちらについては、令和３年度の補正予

算で、オンライン授業等による学習支援を

円滑に行うために、端末を追加整備してい

くための予算を計上させていただいてお

りました。しかしながら、当初は令和４年

の１月に納入を考えていたのですけれど

も、全世界的な半導体の不足がありまして、

この期間に納入が困難であるということ

から、債務負担行為の期間を変更させてい

ただいております。 

 この債務負担行為については、端末のリ

ースに関わる内容でして、リース期間はこ

れまでのタブレットと同じく５年間の６

０か月を考えております。令和９年度まで

としておりますのは、全てのタブレット端

末が納入を完了するという時期が、令和４

年度の年度途中となる可能性もあります

ので、そこからリース期間を算出すると、

令和９年度にずれ込む可能性があるとい

うことから、このように設定をさせていた

だいております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 山根課長。 

○山根教育支援課長 ２４番目、実用英語

技能検定料負担金の減額補正についての

ご質問にお答えをいたします。 

 令和３年度予算につきましては、中学３

年生全員が英検３級を受験するといった

場合に払えるように取っているものでご
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ざいます。令和３年度、受験率が４１％で

ございましたので、活用しなかった分を減

額補正するものでございます。 

 ですので、減額の影響ということはござ

いませんが、ただ、やはり減額となった理

由、受験率が高くないということは課題で

あると捉えております。 

 令和４年度も引き続き取り組ませてい

ただけるよう予算をお願いしているとこ

ろですが、この課題の解決に向けまして、

英検合格を一つの目標に意欲を持って子

どもたちが取り組むこと、これを学校と共

有することでしたり、あとは二次会場、こ

れまでは一次会場は市内の学校だったの

ですが、二次会場につきましては、市外の

指定の場所に行っていただく必要がござ

いました。これを来年度は、二次会場につ

いても、市内で受験ができるようにという

ことで考えております。これらの取り組み

によって英語に関する生徒の意欲向上、学

力向上に取り組んでいきたいと思ってお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 最後、松田課長。 

○松田教育政策課長 補正１５号ＬＥＤ

設計の全額補正についてでございます。 

 これまで毎年３校、５年をかけてＬＥＤ

化を進めるという工事方式で予定を進め

ておりました。実際に本年度につきまして

も、味生小学校、第二中学校、第三中学校

において工事を実施しております。 

 千里丘小学校を除く残りの１１校につ

きましては、令和４年度、令和５年度の２

か年で工事を終えることができるリース

方式で進めたいと、考えております。 

 その主な理由は４点ございます。 

 まずはコスト面でございます。この計画

を立てて３年がたちましたが、その間、特

に昨年度のカーボンニュートラル宣言な

どの手法としてＬＥＤ化等、省エネの様々

な情報が入ってまいりました。工事費に国

費の３分の１を活用しても、リースでした

ら２年で工事が終えることが可能となり

ますので、その後の電気代等々トータルで

考えたところ、大体同じ程度かリースのほ

うが安いというような結果が分かってま

いりました。１点目はコスト面についてで

ございます。 

 ２点目は、計画の前倒しができるという

ことでございます。今申しましたとおり、

私どもが工事で進めていきますと、あと４

年はかかってございます。リースにさせて

いただきますと、２年で終了することが可

能となってまいります。古い機器を使用し

続ける危険性のリスクを低減できること、

あるいはＩＣＴ教育のために照度を上げ

る環境改善ということでも利点があるか

と思っております。 

 また、これもコストに関わることですが、

先ほども申しましたとおり、年間の電気代

がかなり安くなってまいりますので、その

分も見越して検討しております。 

 また、マンパワーの削減、これもコスト

につながるかと思いますが、当課において

近年工事がかなり増加しておる中で、工事

については様々な職員の工事の調整であ

ったり検査対応であったり設計の確認で

あったりと、業務がかかってございます。

それらがリースにすることにより削減が

されますので、人件費と申しますか、労働

力についても省略することができると思

っております。 

 以上の点から、リース方式のほうがいい

ということで変更し、そのための設計費の

全額補正となっております。 

 以上でございます。 
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○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午後０時４分 休憩） 

（午後１時   再開） 

○弘豊委員長 それでは、再開いたします。 

 休憩前に引き続き、議事を進めます。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、２回目ということ

で質問と要望をさせていただきたいと思

っています。 

 まず、一つ目なんですけれども、学校体

育施設の使用料の件でございます。コロナ

で利用の減ということでありましたけれ

ども、令和４年度はコロナももう３年目と

いう形になってきますから、本当にここま

で影響が来るというのは、私も想定しなか

ったような中で、それぞれ理事者の方々も

予算編成をしながら考えてこられたと思

います。 

 そういう中で減額の理由は分かりまし

たけども、この体育施設を利用されている

団体の登録数について、内容と動向、増減

も含めて、認識があれば、ご答弁をお願い

したいと思います。 

 ２番目の大阪府の教育支援体制整備事

業補助金の件でございます。これはスクー

ルサポーターのみになったというような

ことでありました。この減額の理由につい

ては、これはしっかりと教育支援というこ

とでありますから、スクールサポーターと

いうことで、本当に重要な役割という面も

考えていただきながら、しっかりと取り組

んでいっていただきたいので、これは要望

としておきます。 

 ３番目の会計年度任用職員報酬の件で

ございます。１３名から１０名という形に

なってきたということと、後の質問との絡

みで民間委託ということでありました。そ

の辺の減額ということでしたので、これに

ついてはまたしっかりと取り組んでいっ

ていただきたいということで要望として

おきます。 

 ４番目の小中学校通学区域等審議会委

員報酬の件でございます。委員の数がふえ

てきたとかいうことで、この報酬の増額と

いうことでございました。 

 その中で、鳥飼の４小学校区については、

鳥飼の代表世話人という方々から要望も

出てきた中で、基本的に校区を変えてもい

いよというような内容であったと思うん

です。その中で、この摂津市としては、校

区変更でどういうふうに考えておられる

のかということと、それともう一つ、鳥飼

まちづくりグランドデザイン策定の関係

性がどうなのかということで、お尋ねした

いんです。 

先日、策定委員会に私も出席させていた

だきました。私は、もともとこのグランド

デザインの中で、校区変更というのも考え

ていくのかなという認識でおったんです

ね。でも、この前の策定委員会の中では、

これは審議会に考えを持っていくよとい

うことで言われておられましたので、そう

いう意味で、今回、質問させていただきま

したけれども、鳥飼まちづくりグランドデ

ザインとは関係がないところで、この校区

というのは考えていくんだという考えを

お持ちなのか、その辺も踏まえて、ご答弁

をお願いしたいと思います。 

 ５番目の広告料の件でございます。 

 教職員の募集ということであったと思

います。 

 教職員を希望される方々の倍率がここ

数年減ってきているということで、先日、

新聞にも載っていたかなと思います。その

中で、代替で来てくださる教職員の方々を

見つけていくというのは、ご苦労をされて
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いる面もあって、数年前には、第五中学校

で数か月間教員が欠員し、授業に影響があ

ったということがあったと記憶していま

す。そういう意味では、この教員の募集と

いうのは、本当にご苦労をされている部分

であります。教員というのは、子どもや児

童にとっては必要であり大切な方々とい

うことで、その人員をしっかりと市が確保

していただくような形で取り組んでいっ

ていただきたいなということは、これは要

望としておきます。 

 ６番目の安全事業の面でございます。 

 これは、シルバー人材センターへの委託

がふえてきたということで、ある面、賃金

増でふえるというのは悪いことではない

と思いますから、しっかりとこの安全事業

を取り組んでいっていただきたいという

ことを、これも要望としておきます。 

 ７番目なんですけれども、適正規模及び

適正配置検討支援業務委託料というので

ありました。４回の審議会を開催していく

ということで、１回目の質問でご答弁等々

もいただきましたし、また保護者の方々に

もアンケートをしていくとかということ

のお考えもあったかと思います。 

 その中で、２回目といたしまして、摂津

市として、この適正規模といったものをど

ういうふうな形で捉えておられるのかと

いうことで、適正規模の考え方をお尋ねさ

せていただきたいと思っています。 

 ８番目の大阪府都市教職員人事主担課

長会負担金の件でございます。 

 コロナ等々、それからまたスクールサポ

ーターの件等々、議題に上がっているとい

うことでございますので、先ほども申し上

げました人事の関係も、しっかりと児童・

生徒のためということも含めて取り組ん

でいっていただきたいということで、これ

も要望としておきます。 

 ９番目の研修参加負担金の件でござい

ます。 

 教育支援の中の研修で、二つあって、専

門性を高めるとか、あと防火管理者の資格

の件とかということであります。そういう

必要な資格はしっかりと取っていただく

ということ、そしてより専門性を高めてい

くという面では、しっかりとこの研修も受

けるということで取り組んでいっていた

だきたいです。これからこの研修の機会も

ふやしていくという考えを持っていただ

きながら、職員のレベルアップにつながる

ような研修としていただきたいと、これは

要望としておきたいと思います。 

 １０番目の学校運営協議会委員報酬の

件でございます。 

 その中で、地域とのつながりとして、学

校は本当に必要であると思います。この約

２年ほどは、コロナの関係で、学校と地域

のつながりと言ったら、本当にもう皆無に

等しいような形になってしまったような

状況ですので、そういう意味では、これか

らしっかりと地域とのつながりというの

は取っていっていただきたいと思うんで

す。２回目の質問として、今回、モデル校

ということでありましたけれども、それを

今後どう展開していこうと考えておられ

るのかということをお聞かせください。 

 次、１１番目、学力度定着調査委託料の

件でございます。 

 この増額の分につきましては、小学３年

生から小学６年生まで理科を加えていく

ということであったと思います。やはりこ

の数年間で教育委員会の方々も様々な形

で本当によく取り組んでいっていただい

て、摂津市の学力というのは本当に上がっ

てきたと数字でも出ています。そういう意
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味では、私の知っている保護者の方々から

も喜びの声を結構聞くような機会もある

んです。 

 これからもしっかりと学力が低下とな

らないように取り組んでいっていただき

たいなということもあります。ただ、一方

で、平均に近づいてきたということで、そ

れで喜んでしまえばそれまでなので、やっ

ぱり平均がどうのこうのというよりも、前

の年よりも学力が上がったとかという形

で、どんどん積み上げていくというのが本

当に必要なことだと思いますから、そうい

う取り組みをしっかりとこれからもやっ

ていっていただきたいなと思います。 

 そこで、２回目の質問とさせていただい

て、防災教育の手引きというのを教育委員

会から出されておられるんですね。 

 ある方にお聞きをしますと、各学校から

教員の方々に出ていただいて、それで、約

２年ぐらいかけてこれをつくったんだと

いうような思い入れがあるというような

ことでございます。そういう中では、地域

とのつながりを高めることが防災教育に

は期待できますということで、それについ

ては、あえてこの防災の授業を取るという

ことではなしに、各教科の中で取り組んで

いくというようなこともされているのか。

その辺の今の取り組み内容についてと今

後どう取り組んでいくかということも踏

まえて、ご答弁をお願いをしたいなと思い

ます。 

 １２番目でございます。キャリア教育の

件でございますけれども、やはり教員を対

象とした研修等々も含めて、子ども、児童

のためということであります。 

 先ほども言われておられましたけれど

も、卒業式で将来の夢を語るというような

ことでお話もされておられましたけれど

も、私も議員になってから卒業式・入学式

等々で、ずっと鳥飼東小学校に出席をさせ

ていただいています。 

 そのとき、卒業式で毎年卒業生が、私の

夢というか、こういう職業に就いていきま

すということを一人一人卒業証書を受け

取る手前で語っておられるんです。 

 そういう意味では、昔から摂津市の学校

では取り組んできておられたのかなと、今、

答弁を聞いて感じているんです。そういう

児童のためという観点から、しっかりとこ

の教員の研修もそうなんですが、この研究

を進めていっていただきたいなというこ

とを要望としておきたいと思います。 

 １３番目の遊具の点検の件でございま

す。 

 バスケットゴールの点検が出てきて、そ

の分で予算がふえてきているというよう

なことでございました。体育館内の備品や

道具というのをしっかりと管理も含めて

やっていかなければいけないのかなと思

います。また数年前、ある議員から、部活

の竹刀の保管方法について、ご指摘等々も

あったと思いますから、そういう部活動で

使っている道具関係もしっかりと管理し

ていただきたいということで、要望として

おきたいと思います。 

 １４番目の小学校の校舎の増築の件で

ございます。 

 先ほど千里丘小学校の件で実施設計に

ついて、予算のこととか、工事費のことで

ご答弁をいただきました。 

 埼玉県戸田市に芦原小学校があるので

すが、そこでは、工事をする際、屋上のビ

オトープとか、また太陽光発電とかを取り

入れてやっておられたということであり

ます。 

 それで、その中には学校教育の中に生涯
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学習の場を入れていくとか、学校・家庭・

地域が一体となって子どもたちの育成に

取り組むということで、パートナーシップ

みたいな形をつくっていく地域の学校と

いうことで建設をされました。 

 そういう意味では、市民の声をしっかり

と、構想とか設計の段階で盛り込んで、基

本設計の段階から地域と一緒になって学

校をつくっていくというのが必要なのか

なと思います。２回目の質問として、市民

の意見を構想とか設計に反映するという

ことについてどうお考えなのか、お尋ねを

させていただきたいと思っています。 

 １５番目でございます。校務員業務委託

料の件でございます。 

 先ほどの質問とも関連をいたしますの

で、これもしっかりと取り組んでいってい

ただきたいと、これは要望としておきたい

と思います。 

 次、１６番目、照明器具借上料でござい

ます。 

 今回、鳥飼地域の学校で、二つの中学校

と四つの小学校の照明器具をＬＥＤに取

り替えていっていただけるということで

す。鳥飼地域在住の一人として喜んではい

るんですけれども、市の考え方として、今

までは安威川以北と安威川以南とは、それ

ぞれ同数というような形で施策を打って

こられたと思うんですよね。 

 今回、なぜ鳥飼地域なのかと思ったんで、

そのお考えをお尋ねしたいと思います。 

 １７番目、小学校の空調設備の件でござ

います。 

 基本的には、冬休みを活用するというこ

となので、そんなに大きな影響はないのか

なと思いますが、ただ、その一方で、地域

の団体とかが体育館を利用しておられま

すので、その人たちに影響がないようなス

ケジュール作成もそうなんですけれども、

周知も含めて、しっかりと調整を行ってい

ただきたいということで、要望としておき

ます。 

 １８番目の健康観察アプリの件でござ

います。 

 ご答弁をお聞きしている中で、約７０％

の教員が負担軽減になったと回答したと

言われておられました。 

 やはり学校の先生は、様々な保護者への

対応であるとか、子どもへの対応であると

か、健康管理をしなければいけないとか、

本当に業務が多くあるんだろうなと思い

ますから、その部分では、朝の短時間の中

でやる負担軽減というのがいいのかなと

思っています。感染症というのは、インフ

ルエンザもそうでありますし、ずっと今後

も毎年あるということが想定されますの

で、これはしっかりとこれからも継続した

形で、アプリの使用料といったものを予算

化して取り組んでいくべきなんだろうな

と私は思いましたので、これは要望とさせ

ていただきたいと思います。 

 １９番目の三島地区の中学校給食の件

でございます。 

 摂津市も、令和８年度から中学校給食を

やっていくということで、今、センター方

式で考えておられるというふうなことで

ありました。 

 吹田市と合同でやっていくというか、そ

ういう話もあるような中で、どうしていく

のか注視している部分もあるんですけれ

ども、やはり私は摂津市は摂津市として建

てていくほうがいいのかなと思います。 

 というのは、摂津市の人数的なものとか、

またメニュー的なものとか、運営的なもの

とかということもひっくるめて考えれば、

やっぱり摂津市独自の施策としてやって
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いくほうが私はいいのかなと思います。給

食センターをつくった後も、この先１０年、

２０年と長く続く施策となりますから、し

っかりと将来の展望を見据えて、様々な角

度から複合的に検討していっていただい

て、よりよい方向で進んでいってほしいと

いうことで、これは要望としておきたいな

と思います。 

 ２０番目のＰＴＡ協議会の補助金の件

でございます。 

 ＰＴＡ協議会への独自での補助という

ことでご答弁がございました。 

 私はＰＴＡの本部役員をしたことがな

いんですけれども、本部役員をされている

方々からすれば、この単位ＰＴＡの運営と

いうのは本当に大変で、行事もあるし、打

合せもあるし、打合せに行っても、夜９時

も１０時にもなるようなときもあるしと

か言っておられます。また一方では、ＰＴ

Ａを脱会されるというようなご意見もあ

る中で、やはり地域とすれば、学校とのつ

ながりの一つとしてのＰＴＡは、どうして

も必要な団体だと私は思っているんです。 

 そういう意味では、しっかりと行政とし

てもこのＰＴＡを支援していくというの

は本当に必要なんだろうなと思いますか

ら、先ほどの予算の増額もそうなんですけ

れども、私はもう少し何か予算もふやして

いくとかというのも必要なことなんだろ

うなと要望します。そのほか、２回目の質

問として、行政としてやっぱりお金ではな

い部分も支援していく必要があるんだろ

うなと思いますから、その辺の支援の仕方

のお考えがあれば、お尋ねをしたいなと思

います。 

 ２１番目、公民館管理委託料の件でござ

います。 

 令和３年度が下がったんだというよう

なことであったかと思います。これで令和

４年度はほぼ平常どおりというか、コロナ

前に戻ってきたということだったと思い

ますから、地域の中心というか、防災でも

活用するという公民館ですから、ましてや

これからの生涯学習というか、地域のご高

齢の方の団体のことも踏まえながら、しっ

かりと公民館の管理をやっていっていた

だきたいということで、これは要望として

おきます。 

 ２２番目でございます。公民館まつり舞

台設営等委託料でございますが、私がなぜ

これを質問したかと言うと、私も鳥飼東公

民館の公民館まつりで、模擬店としてお手

伝いをして、周辺の自治会の協力を得なが

ら運営しているので、その辺の何か負担軽

減ができるものがないかということで、こ

の委託という面を入れていただいたのか

なと思ったんです。公民館まつりというの

は、先ほどもありましたけれども、コロナ

の関係で２年やってない状態ですので、次

にこれをやろうと思えば、今まで以上のパ

ワーを出さないといけないというところ

があります。特に発表の団体とか、展示の

団体とかは、公民館まつりを本当に楽しみ

にされていて、年１回、お披露目する場だ

と思いますから、これからはしっかりとこ

の公民館まつりの運営に取り組んでいっ

ていただきたいということで、要望として

おきたいなと思います。 

 次は、補正予算でございます。教育用コ

ンピューターの債務負担行為の１年延長

の件は分かりましたので、このタブレット

を活用していただけるように取り組んで

いっていただきたいなと思います。 

 タブレットを導入したというのは、やっ

ぱり摂津市は、大阪北部では早いほうとい

うことでありましたから、ある保護者の方
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は、なぜタブレットを導入するんだろうな

と、そのときは思っていたと。だけど、特

にこのコロナ禍において、在宅で勉強する

ときに、本当にあのときに導入していてよ

かったんだなというのが分かったとか、こ

れからのＩＴの流れもありますから、そう

いう意味では、子どもたちのためにという

ことで、本当に摂津市も予算をつけて頑張

ってくれたんだなというご意見もありま

したので、この場で報告させていただきま

す。しっかりとこれからもこのコンピュー

ター事業に取り組んでいっていただきた

いということで、要望としておきたいなと

思います。 

 ２４番目の実用英語検定の件でござい

ます。 

 受験率が４１％だったということであ

りましたので、これからこの受験率を高め

ていっていただくということも言われて

おられましたから、これから国際社会に出

ていくということも本当に必要な状況に

なってきておりますので、そういう意味で

は、しっかりと英語に取り組んでいってい

ただきたいなということで、これは要望と

しておきたいなと思います。 

 最後の照明器具の件でございます。 

 様々な観点で検討した結果ということ

で、財政面もそうでございますし、また職

員の人件費のこととかも含めて前倒しの

計画をしながらやっていくという方向で

あるとお聞きをしましたので、この２年間

でやっていくというような方向ですから、

しっかりと取り組んでいっていただきた

いなということで、要望としておきたいな

と思います。 

 以上で、２回目とします。 

○弘豊委員長 それでは、答弁を求めます。 

 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に係り

ます学校開放の団体数の動向につきまし

て、お答えをさせていただきます。 

 現在、令和４年度に向けまして、団体の

登録を受け付けているところでございま

す。 

 令和３年度の登録団体の数は１４６団

体ございました。本年度内で、一部、団体

の自己都合ということで、登録を取りやめ

ますというお話も聞きますが、一方、新し

く登録を希望されている団体もございま

して、全体の登録団体数に大きな変動は今

はないと考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 それでは、続いて松田課長。 

○松田教育政策課長 通学区域等審議会

についてでございます。 

 ４小学校についての市の考え方につい

てでございますが、４小学校につきまして

は、校区を変えるのではないかとか、統廃

合ではないかとか、いろいろなお考え、憶

測もあると伺っています。 

 現在、４小学校について、教育委員会と

しての、決定事項というものは一切ござい

ません。 

 今後、審議会であったり、保護者や地域

の方々、また未就学の親御さん方のアンケ

ート等、様々なご意見を伺いまして、教育

委員会として案を決定してまいりたいと

考えております。 

 鳥飼グランドデザインの考え方でござ

います。 

 鳥飼グランドデザインが、鳥飼地域の、

言わば市全体の総合計画のような理念で

あると考えております。そういった意味で、

実施計画に当たる教育委員会での今後の

取り組みでございますので、鳥飼グランド

デザインのお示しになられる理念をいた
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だきながら、また策定委員会での意見も参

考にさせていただきながら検討してまい

りたいと考えております。 

 適正規模につきましては、これまでも市

では、１２学級から１８学級が適正規模と

考えておりまして、１２学級以下の学校に

つきましては、小規模校であると考えてお

ります。 

 ただし、これまでもそうですが、小規模

校であるといっても、必ずしも何か、先ほ

ども申しましたような校区変更であった

り、統廃合というような考え方ではござい

ません。同じような答えにはなりますが、

今後の意見を伺いつつ、様々な在り方につ

いて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○弘豊委員長 では、河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは、１０番

目のご質問の学校運営協議会のモデル校

実施について、今後の展開についてのご質

問にご答弁申し上げます。 

 モデル校で、学校運営協議会を実施して

いくに当たって、どういった方に委員を務

めてもらうのか、また委員の方の数は何名

なのか、またどういった内容を具体的に協

議していくのかなどの内容に加えまして、

市全体で広めていくためには、どういった

ことに気をつけていくのか、そういったこ

とについても、先進的に取り組まれている

自治体の事例を踏まえて、モデル校ととも

に協議していきながら進めていきたいと

思います。 

 特に、学校運営協議会というのは、学校

運営に一定の権限を有するものとなりま

すので、学校運営を実際に行っている、校

長がスムーズに学校運営を行っていくた

めに、慎重に導入していく必要があると考

えています。 

 そのこともありまして、令和４年度につ

いては、モデル校１校という形で、年度の

途中からやっていこうと考えているとこ

ろですが、令和５年度になっても、例えば

１校のままでやっていくことも、場合によ

っては考えているところです。 

 そのように、慎重に徐々に進めていきた

いと考えております。 

 続いて、１１番目のご質問の学力定着に

関わる内容の中で、防災教育の手引きの活

用についてのご質問にご答弁申し上げま

す。 

 防災教育につきましては、各学校では、

例えば今週の金曜日、３月１１日のような

東日本大震災の、そういった日とかに合わ

せて、例えば避難訓練に合わせた事前事後

の指導とかを行いながら、自分の命を守る

ということも踏まえた防災教育を実践し

ているところです。 

 手引きにつきましては、各学年に応じた

実践事例も載せているので、それらを総合

的な学習の時間等を活用しながら、各学校

の状況に合わせて臨機応変にカスタマイ

ズをして活用している状況にあります。 

 現在は、防災危機管理課と連携し、国土

交通省から教材を提供してもらったりし

ながら、例えば防災リュックの取り組みな

ど、そういう教材を活用した出前授業等を

展開している学校がございます。 

 我々としては、そういった各学校の取り

組みなども、ＹｏｕＴｕｂｅなど活用し、

発信をしていきたいと思っております。 

 各学校の好事例等を発信しながら、防災

教育については推進していきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 千里丘小学校につ
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いてでございます。 

 千里丘小学校につきましては、常に学校

と連携し、やり取りをしておりまして、学

校の要望を聞かせていただいております。 

 例えば、運動場の面積を何よりも確保し

たい等々のご意見をいただいております。 

 また、関係課であります学童保育室の教

室の確保であったり、支援学級も、恐らく

このままのペースでいくと、かなり学級数

が必要であるかと考えております。 

 その中で、学校のＰＴＡであったり、学

校協議会がございますので、学校を通じて

お話をさせていただいたりご意見をいた

だいた中で、いろいろなご意見を参考にし

てまいりたいと考えております。 

 ＬＥＤのリース工事が、なぜ鳥飼地域か

らかということでございます。 

 ちょうど２年をかけてということでご

ざいまして、安威川以南・以北でまとめて

実施するようにしたいなと思いまして、私

どもで、職場巡視であったり、現場をいろ

いろ確認させていただく中で、鳥飼方面の

学校で、照度が暗いというお声があったり、

学校からの要望もございましたので、先ん

じて鳥飼地域からさせていただくという

ことになっております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に係り

ますＰＴＡ協議会補助金の件につきまし

て、お答えをさせていただきます。 

 補助金以外の支援についてということ

でございますが、これまでも市ＰＴＡ協議

会の会議等に同席をさせていただきなが

ら、事務的な活動支援を行ってきたところ

でございます。 

 また、単位ＰＴＡの活動に関するお困り

事とかご相談に関しましても、アドバイス

等を行っているところでございます。 

 近年は、非加入や、先ほどお話がありま

したように、脱退とか活動の活性化などの

課題について、承知をしているところでご

ざいます。しかしながら、即効性のある効

果的な方策がないのが現状でございます。 

 ただ、最近の報道で、他市で新たな取り

組みとして、ＰＴＡの事務の一部を外注し

たりとか、また情報の電子化・クラウド化

など、デジタル化による事務効率の向上、

負担軽減をされているところがございま

す。 

 こちらのこういう事例について、その動

向や効果について注視をしているところ

でございます。 

 いずれにいたしましても、任意団体への

関与には限りはございますが、ＰＴＡは学

校と地域のパイプ役でもございます。その

安定した組織の活動や活性化は、子どもの

健全な育成につながりますことからも、引

き続き市ＰＴＡ協議会に対しまして柔軟

な姿勢で運営支援を行っていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 では、村上委員。 

○村上英明委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 では、３回目ということなんですけれど

も、１番目の学校体育施設の使用料の件で

ございます。 

 学校開放の使用団体、中には退会という

方もおられますけれども、また新規の方も

あるということで、そう大きな変動はない

というようなことでありました。 

 やはり地域としても、こういう学校開放

で、体育館なりを使わせていただけるとい

うのは、本当に楽しみにされている方が多

いので、しっかりとこれからも団体の登録
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数の増加も必要かも分かりませんけれど

も、より利用できる時間の確保とかという

ことも含めて、また取り組んでいっていた

だきたいなということで、これは要望とし

ておきたいなと思います。 

 ４番目の通学区域の件でございます。 

 鳥飼地域の部分については、なかなか校

区の変更という面では、本当に大きな力が

要るというか、動きが要るということだろ

うなと思います。 

 私も先日も申し上げたかもしれません

けれども、鳥飼地域の中で一番減っている

のが鳥飼東小学校で、次、鳥飼小学校、鳥

飼北小学校で、鳥飼西小学校が何とか維持

をしているというような状況だったと思

うんです。 

 だから、その辺で、児童数を横並びにし

ていこうかなと考えたときには、鳥飼西小

学校を触るしかないと思うんです。そうい

う数字上の考え方は分かるんですけれど

も、今度、各論になってきたときに、今の

鳥飼西小学校区域の中で、この道路から向

こうは、今後は鳥飼小学校に行くんだよと

か、鳥飼北小学校に行くんだよというよう

なことは、なかなかその辺は難しいのかな

と思います。 

 ましてや、民生委員とかになれば、これ

は中学校区単位で動いておられるという

のもありますし、また青少年指導員の絡み

とか、様々な団体のこととかもありますし、

やはり校区を触るというのは、私はなかな

か難しいのかなと思っています。私の個人

的な考えからすれば、小学校区域というの

は、そのまま触らずに、ある面、小規模は

小規模校でもいいんじゃないのかなとい

う面もあります。 

 この校区の考え方というのは、本当に慎

重にやっていかないと、５年、１０年先の

ことではないので、その先、２０年、３０

年ずっと影響しますから、しっかりとこの

辺は取り組んでいっていただきたいなと

思います。 

 ただ、一方では、小規模校はいい面もあ

るんだけれども、やっぱりデメリットとい

うのもありますから、そういう面では、や

っぱり１学年に二つのクラスでやってい

くというのが一番いいんだろうなという

お話もございますので、その辺はしっかり

と総合的に取り組んでいっていただきた

いなと思います。 

 これは鳥飼地区の話なんですけれども、

例えば、千里丘方面に目を向けてみると、

千里丘新町で新しい健都というまちがで

き、そこの子どもたちは千里丘小学校区と

なります。中学校になったときは、今度は

第三中学校に行きます。そのときに、通学

路の中で、第一中学校を通り過ぎて、第三

中学校に行くということになってくるの

かなと思います。そういう面では、一つの

小学校が全員同じ中学校に行くというよ

うな考え方というのは、私はそれはどうな

のかなと思います。これが規則なり条例な

り法律で定められているならば、それに従

わないといけないという面もあると思う

んですけれど。なぜこの話をしたかと言う

と、私も小学校を卒業するときに、同じ小

学校でも地区によって、行く中学校が別々

に分かれたんです。同じ小学校の同級生が

Ａという中学校に行く子もおれば、Ｂとい

う中学校に行く子もいるということが、私

の小学校のときはあったのです。この中学

校への通学の距離のこととか、様々な観点

から考えて、通学区域というのは検討して

いっていただきたいなと思います。他市で

は、子どもが減ってきたからということで、

統廃合をやっているとか、小・中一貫校を
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やっているとかということでありますか

ら、そういうところもいろいろと勉強もし

ていっていただきながら取り組んでいっ

ていただきたいなと思います。また特に小

学校については、統廃合とかになってきた

ときは、通学距離のことが一番大きな課題

だとは思いますから、その辺、しっかりと

これからも様々な観点で取り組んでいっ

て、摂津市としての区域の考え方も整理し

ながらやっていっていただきたいなとい

うことで、要望としておきます。 

 次、７番目の適正配置の件でございます。 

 先ほども若干申し上げましたけれども、

鳥飼東小学校では、１学年１クラスどころ

か、１クラス２０名ということなんで、１

学年が２０名ぐらいになってきています。

小規模校なりのいいところ、また悪いとこ

ろ、しっかりと検討しながら、この適正規

模・適正配置という面では、取り組んでい

っていただきたいなということで、要望と

しておきます。 

 １０番目の学校運営協議会の件でござ

います。 

 １回目の質問のときに、委員数について

は、それぞれのモデル校でまた考えていく

んだよというようなお話だったと思いま

す。 

 ただ、この委員数というのは、極力少な

い人数でやっていくほうが私はいいのか

なと思っておりますので、１５名とか２０

名とかいう数字じゃなくて、せめて１桁台

ぐらいで協議会をやっていくというのが

いいのかなと私個人的には思っています

ので、その委員数もしっかりと考えていっ

ていただきたいなと思います。 

 このモデル校でやって、来年もそのまま

モデル校だけでやるのか、その次はまたふ

やしていくのかというのは、今後の展開だ

というようなことだったと思います。この

モデル校としてやったときのメリット・デ

メリットをしっかりと検証していってい

ただいて、デメリット解消にしっかりと取

り組んでいただくことと、メリットをしっ

かりと伸ばしていただくということで、そ

してこれを今度、対象の学校数をふやして

いくという方向性に持っていければと私

は思いますから、そういうふうになるよう

に、この協議会の委員の人選も含めて取り

組んでいっていただきたいなということ

で、要望としておきます。 

 １１番目の学力定着の件で、防災教育の

件でございます。 

 やはり防災というのは、どうしても地域

との絡みというのは、本当に大きなウエー

トを占めてくるんだろうなと思います。 

 数年前に、鳥飼東小学校のほうで、防災

教育のビデオを撮られていたことがあっ

たと思うんです。 

 その授業の中で、例えば学校に向かって

いる途中に、建物の下敷きになっている方

がおられたら、君だったらどうするか、そ

ういう考えをさせてもらえる機会が、この

鳥飼東小学校の防災教育の中であったん

じゃないのかなと思います。固定観念なし

に、個人の発想力というか、知恵を出そう

という、そういうものを湧き立たせる、そ

ういった形の防災教育にこれからもしっ

かりと取り組んでいっていただきたい。ま

た、せっかくこの手引きというのをつくっ

たんですから、つくったら終わりというこ

とではなしに、それを今度はどう展開して

いくかというのは、しっかりと現場で考え

ていっていただきたいということで、これ

は要望としておきたいなと思います。 

 １４番目の校舎の件でございます。 

 先ほど埼玉県の学校の一つの例を挙げ
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させていただきました。 

 この近くでは、高槻市の西大冠小学校と

いうところについても、学校の施設の中に

市民公益活動サポートセンターというの

を入れて、地域とのつながりを持っている

という形で運営されているところもあり

ます。そういう地域と一体になった学校な

んだよということで、摂津市のモデル校と

なるようなことも本当に必要なことでは

ないのかなと思います。 

 千里丘小学校の建替えも４０億円とい

うような見積りも出ています。結構な大き

なお金でございますから、摂津市内の小学

校・中学校も、当時の建設ラッシュみたい

なときに建てられ、それが年数がたって、

今、どうするかというのが、逆に課題にな

ってきているのかなと思うんです。地域と

のつながりのある学校というんですかね、

地域との隔たりがなく、学校も教育だけじ

ゃない、福祉なり地域なり、一緒になった

学校というのを運営をしていくようなこ

とで、基本設計等々も取り組んでいってい

ただければなと、これは要望としておきた

いなと思います。 

 １６番目の照明器具の件でございます。 

 ＬＥＤ化すれば、電気代も６０％から７

０％ぐらい削減できるとか、これは環境面

にも寄与する部分が多分にあると思いま

す。このＬＥＤ化については、今後は安威

川以北の設置になってくると思うんです

が、やはり年度の早いタイミングで工事も

進めていっていただきたいなということ

で、要望としておきたいと思います。 

 最後、２０番目のＰＴＡの件でございま

す。 

 先ほども申し上げましたけれども、この

ＰＴＡの会員数の減というのは、本当に気

になっている部分がありますので、そうい

う意味では、ＰＴＡの支援において、お金

も必要でありましょうし、それ以外の事務

的な支援や、会議への同席など、しっかり

と市としてもこの支援をやっていってい

ただきたいなということで、これは要望と

しておきます。 

 ということで、以上で終わります。 

○弘豊委員長 では、村上委員の質問が終

わりました。 

 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 私のほうからは、１２個

ほど、短縮してお聞きしたいと思います。 

 ほとんど予算概要のほうから質問させ

ていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 １点目、１０６ページでございます。新

入学用品支給事業、ランドセルの分です。 

 ランドセルを配っているという事業で

すけれども、長く続いている事業です。現

状では、学習用のタブレットを持っていか

ないといけないであるとか、教材がふえて

きて、持ち運ぶ冊数もふえてきていると。 

 あと、防犯ブザーをつけるところが要る

んじゃないかとか、公明党の水谷議員とか

がよく質問をされていましたけれども、そ

ういったいろんな時代が少しずつ変わっ

てきています。令和４年度も予算を取られ

てやっているところなんですが、今後、ど

ういう展望をお持ちであるのか、１回目、

お聞きしたいと思っております。 

 二つ目、小中学校通学区域等事業です。 

 これは、村上委員も質問されたので、私

は要望だけにしておきます。 

 私も大分前、同じように、第三中学校に

行くのに第一中学校を通り過ぎて行かな

ければいけないというのをずっとずっと

言わせていただいていました。当時は、健

都では子どもはあんまりふえないという
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ような意見も聞いていた中で、結果、蓋を

開けたら、結構、子どもがふえたというこ

とで、それに伴って千里丘小学校も増築し

ないといけない。学童保育も、保育所も足

らないというような、後手後手感があるよ

うな対応が目立ったと思っています。 

 第一中学校、第三中学校、この問題をど

うしていくかというのは、地域の人の兼ね

合いもありますので、なかなか難しいとこ

ろではありますけれども、例えば、生徒に

選んでいただくであるとか、そういった臨

機応変な対応も今後は必要じゃないかな

と思います。 

 校舎を新たに建てるというのは、なかな

か難しいと思いますので、そういったこと

も柔軟に検討していっていただきたいな

と思っております。これ、要望だけにして

おきます。 

 続きまして、３問目です。これ、項目が

なくなっていた分になるんですけれども、

令和３年度予算で、肢体不自由児童生徒送

迎事業がありましたが、令和４年度の予算

では消えております。ここに関して、説明

だけいただきたいと思っております。 

 ４点目、１１０ページ、学校部活動等助

成事業です。中学校の部活動なんですけれ

ども、外部の指導者を呼んでクラブ活動を

やっていくと聞いていますけれども、そう

いう施策を始めまして数年たちました。そ

の状況について、どういった運用に今のと

ころなっているのか、１回目お聞きしたい

と思います。 

 続きまして、５点目です。１１６ページ、

小学校教育用コンピューター事業、１２０

ページの中学校教育用コンピューター事

業についてです。タブレット端末が配布さ

れまして、その当時、私が聞かせていただ

いたのが、小さい子どもとかが扱うもので

すから、故障や紛失の対策はどういうふう

にお考えかということで、それに対して、

予備に十分な量を用意していますという

ような回答をいただいたと思います。 

 運用を始めまして、故障や紛失が想定ど

おりだったのか、聞かせていただきたいな

と思います。 

 ６点目、１１６ページ、１２０ページ、

小学校と中学校の施設改修事業の部分で

す。 

 エアコン設置の部分が主になると聞い

ておりますが、摂津市ではなかなか設置が

進んでこなかった背景は、国の補助金が大

きく関係していて、単費で出すのは厳しい

という話で聞いておりました。 

 今回、予算書の財源内訳を見ていくと、

ほぼほぼ地方債発行になっています。 

 これだけ見ますと、市の借金でやってい

るのかなというような印象を受けるんで

すけれども、国・府支出金のところがゼロ

円になっていますんで、そこらについての

説明のほうをお願いします。 

 続きまして、７番目、中学校給食事業で

す。１２２ページです。 

 これもすでに質問がありましたが、健都

のエリアで吹田市と合同でやっていくと

いう方向性も代表質問でも出ていました

けれども、その可能性も追いつつ、市の単

独での話もやっていくとおっしゃってい

ました。 

 令和４年度の時点で場所のほうを策定

するというふうなことを聞いております

けれども、そのスケジュール感について、

教えていただきたいと思います。 

 すみません、８番目です。１２４ページ

です。学校体育施設開放事業についてです。 

 今まで小学校と中学校で、それぞれ地域

の団体の受け付けをされていたのが、受け
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付けの方法が変わるという話を小耳に挟

みました。どのように変わるのか教えてい

ただきたいなと思います。 

 続きまして、１２６ページです。成人祭

についてです。 

 これも、ずっと質問させていただいてい

て、令和４年１月の成人祭に行かせていた

だいたら、写真映えする撮影スポットのよ

うな施設とか、年々ものすごく豪華になっ

ていっていて、新成人の方が喜ばれるよう

な内容に変わってきたなと思います。 

 今回の成人祭では、摂津市出身であるサ

ッカー選手の本田選手からのメッセージ

も頂きまして、本当に限りある予算の中で

しっかりと変えてきていただいているな

と感じています。今までは市長・議長の挨

拶とガンバ大阪のメッセージだけで終わ

っていたところを、少しずつ予算内で本当

に工夫してやってきてくれているなと思

います。感謝し、評価いたします。 

 ただ、毎年改善をかけていただいている

んで、来年度、もっとよくなると、これは

欲深いのかもしれないんですけれども、本

田選手のメッセージの分とかは、できたら

文字だけじゃなくて肉声でいただいたり

とか、一生に一回しかない成人祭で、本当

に摂津市に住んでいてよかったなと思っ

てもらえるような機会になりますので、要

望だけなんですけれども、もっともっとブ

ラッシュアップをお願いいたします。 

 続きまして、同じページの１２６ページ、

こども会育成事業です。 

 このこども会に関しても、減少傾向にあ

るというふうに聞いているんですけれど

も、その現状について教えていただきたい

と思います。 

 続きまして、１１番目、同じく１２６ペ

ージ、ＰＴＡ協議会育成事業です。私自身

が摂津市ＰＴＡ協議会の副会長をさせて

いただいていますので、ずっと公の場で発

言することは控えていたんですけれども、

村上委員からも質問があったので、現状だ

け話をさせていただきたいなと思ってい

ます。 

 ＰＴＡというのは、時代的には衰退して

いっても仕方がないという流れがあると

思っています。 

 しかし、もしＰＴＡがなくなれば、先ほ

ど村上委員からもありましたとおり、地域

と学校の架け橋がなくなるであるとか、最

近では、とある学校でＰＴＡがなくなると

いう話になって、こども１１０番がその影

響でなくなるというような話にもなりま

した。 

 生涯学習課の担当者にはとても頑張っ

ていただいて、何とかその件に関しては持

ち直したんですけれども、市からしては、

ＰＴＡは任意団体という認識だと思うん

です。だから別組織だという認識なのは分

かるんですが、この組織が一つなくなるこ

とによっての影響というのをしっかり考

えていただきたいなと。 

 こども１１０番に駆け込みされたとい

う事例はないと聞いていますけれども、た

だ安全面での抑止力になることは恐らく

間違いないわけで、こども１１０番がなく

なれば、例えば他市から来る人にとってみ

て、その地域がどのような印象を受けるの

か。それで教育委員会としても、そんな地

域が本当に安全・安心と言えるのか。そう

いうことも少し考えないといけなくなっ

てくると思います。 

 生涯学習課だけで片づく話でないこと

も多々出てきていますので、今後ＰＴＡは

衰退していくんじゃないかと私は思って

います。それは先ほども言いましたけれど
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も、仕方がない部分もあるとは思います。 

 ただ、それは教育現場として受け止めな

いといけないので、どうやって地域の人と

絡んでいくのか、どうやってこども１１０

番を維持していくのか。またいろんな課題

が出てくると思いますので、全体的に受け

止めていっていただいて、一つの課だけで

はなくて、意識の共有を今後ずっとしてい

ただきたいなと思っております。これは要

望というか、意見として、一つだけ言わせ

ていただきます。 

 それに伴って、学校運営協議会のほうが

今度はＰＴＡの代替になってくる可能性

もあるのかなと思っているところではあ

ります。これは国の施策で、摂津市がまだ

やっていなかったからモデル的にやって

いくという話だと思います。 

 村上委員からも質問がありましたので

そこまで言いませんけれども、しっかりと

これに関しては、石橋をたたいて渡るつも

りで、場合によっては数年間かけてもいい

ことじゃないのかなと思っておりますの

で、しっかりと考えていっていただきたい

なと、これは要望としておきます。 

 １２番、最後です。図書館運営事業の１

３０ページの分です。電子図書を始められ

るということです。これはよく水谷議員と

か私も聞かせていただいていましたけれ

ども、電子図書をやっていただくのは、コ

ロナ禍というのもありますし、ありがたい

なと思っています。 

 １点目、初年度の冊数、どれぐらい入れ

る予定をしておられるか。予算の兼ね合い

と購入する本がまだ定まっていないとい

うお話だったので、それによって値段が変

わってくるのは重々承知なんですけれど

も、大体どれぐらい確保したいとか、もし

あるのであれば教えていただきたいなと

思います。 

 １回目は以上です。 

○弘豊委員長 では、答弁を求めます。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 ランドセルについ

ての今後の展望についてでございます。 

 ランドセルにつきましては、様々な、今、

ご指摘があったような意見を多方面から

いただいております。 

 今後につきましては、複数年をかけて改

良ができるのかどうか検討したいと思っ

ておりまして、まずは保護者に、何年生ま

で使っておられたか等々、ご要望も含めて

のアンケートをさせていただきたいと思

っております。 

 続きまして、肢体不自由児童生徒送迎事

業についてでございます。こちらにつきま

しては先ほどもおっしゃっていただきま

したように、もっと何かうまく活用できな

いかなというご要望をいただいていたと

思います。 

 私共も、過去に市民の方からもどういう

制度なんですかというお話もいただいて

いる中で、この制度も教育政策課だけでは

なく、教育支援課など長きにわたって支援

ができるような課にも関わっていただき

たいなということがございまして、このた

び教育支援課とも協議をいたしまして、１

１４ページの予算概要の特別支援教育推

進事業にございます、下から三つ目の自動

車借上料及び通行料等のほうに移行をさ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは四つ目

のご質問の学校部活動等助成事業に関わ

る、部活動において外部指導者の実施状況

や、経過についてご質問にご答弁申し上げ
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ます。 

 まず、部活動に関わる外部の指導者の方

は、中学校の部活動における顧問の代わり

ができる、負担軽減が配置目的としてある、

会計年度任用職員の部活動指導員とその

部活動に対して指導経験があまりない、指

導の方法が分からない場合に精神的な負

担軽減につながっていく有償ボランティ

アの学校部活動補助員という、２種類のも

のがございます。 

 経過といたしまして、部活動指導員につ

いては、各中学校１名ずつ配置をしていた

ところです。その分の予算を確保して、部

活動の種類については、学校が選ぶ形で実

施しておりました。 

 そこで令和２年度から、学校で柔道や剣

道が、学校の部活動にないのですが、中体

連の大会に参加するためには組織に入ら

ないといけないため、それを、引率等がで

きる部活動指導員を任用することとしま

した。 

 そのように学校の部活動については支

援をしてきたところですけれども、コロナ

禍でそもそも学校の部活動ができないと

いうことがありまして、令和２年度、３年

度についてはそれらの外部の方の、活用時

間は少なくなってきているところです。 

 続いて、五つ目の質問、コンピューター

事業に関わって、ｉ－Ｐａｄ等のタブレッ

ト端末の故障についての対応についての

ご質問についてご答弁申し上げます。 

 基本的には学校に配布しておりますｉ

－Ｐａｄについては、動産保険を掛けてお

りまして、故障がありましたら学校から教

育委員会のほうに届けていただいて、教育

委員会から業者に届けて対応していただ

く。それで教育委員会に予備として置いて

いるものを、学校に渡すという循環で対応

しているところです。 

 当初、大体３％の故障率を見込んでおり

まして、年間１９５件ほどあると見込んで

おりましたところ、これまで、令和３年度

については８４件ということで約半分以

下になっているので、思ったよりは故障は

なかったと思っています。故障が一番多い

のは、やはり画面のひび割れです。衝撃が

あり、カバーを付けてはいるもののひび割

れが一番多いと認識しております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 エアコンの設置に

ついて、財源内訳の地方債との関係につい

てでございます。 

 エアコンの設置につきましては、かなり

昔から、学校等から要望がございました。

特に近年、平成３０年、令和元年には、猛

暑・酷暑の中、プールにも入れない、では

体育館で授業をしようと言えば、体育館で

も授業ができないような状況の中、エアコ

ンの設置ということが強く熱望されてい

たことがございました。 

 その年は同時に全国各地で、台風であっ

たり地震であったり長雨が続きまして、国

のほうでも国土強靭化事業ということで、

特に学校施設にも避難所施設としての機

能強化というようなものが、文部科学省か

ら下りてまいりました。 

 このときに我々といたしましては、本来、

学校の施設をいじらせていただく折には、

学校施設環境改善交付金の３分の１補助、

使わせていただくのですが、国のほうの緊

急防災減災事業債というものを活用でき

るということが、我々学校施設担当のほう

にも知ることとなりました。 

 緊急防災減災事業債では、地方債の充当

率が１００％でございます。市の財源では
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なく、地方債１００％であること、またそ

の元金、元利償還金の７０％が地方交付税

措置となってまいります。 

 したがいまして、実質の我々の負担が３

０％となってまいりますので、通常の国庫

補助に比べまして、かなりお得と申します

か、これに乗っていきたい絶好のチャンス

でございました。 

 しかし当初は令和２年度までという時

限がございました。そこに様々な方面から

もご要望を出していただきまして、５年の

延長となっております。その期限内に、何

とかこの地方債を活用しながら、整備をし

てまいりたいと考えておる次第でござい

ます。 

 次に、中学校給食の今後のスケジュール

でございます。午前中にもお話があったと

思いますが、吹田市からお話をいただいて

おります共同実施も含め、私共も令和８年

を目標とし、なるべく早く実施をしてまい

りたいと考えております。 

 また、他の場所についても、調査費につ

いて繰越明許で、本年度に繰越しさせてい

ただいておりますので、何とか令和４年度

中に場所も確定をさせていただきまして、

調査結果も出してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習に係りま

す３点のご質問にお答えをしたいと思い

ます。 

 １点目、学校解放の受付方法が変わると

いうことでのご質問がございますが、現在、

紙での申請書、記入をしていただいて、各

登録されている小・中学校の方へお渡しを

いただき、校長の承認をいただいてご利用

いただくという形になっておりますが、こ

の分についてデジタル化ということで、携

帯電話とかパソコンを通じて２４時間ど

こからでも申請ができる、システムを導入

いたしたいと考えております。 

 それと併せて直接学校のほうへ出向か

なくて良くなるということで、窓口を生涯

学習課に一本化したいということを考え

ております。 

 それから２点目、こども会育成事業の現

状でございますが、５年前の平成２８年度

にはこども会が６９会ございまして、会員

の総数が１，８１１人でございました。直

近、令和２年の数字しか今ございませんが、

令和２年はこども会の数４３こども会、会

員の総数が９４９名と減少しております。 

 これは少子化による減少に加えて、ライ

フスタイルや社会情勢の変化によるこど

も会の指導者・育成者などの地域での担い

手の減少も同じように減少しているので

はないかと考えております。 

 それから３点目の電子図書につきまし

て、選書のほうはまだこれからということ

でお答えをさせていただいておりますが、

今、目標としているところではまず５００

冊程度、導入で考えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ありがとうございます。

では、２回目の質問をさせていただきます。 

 まず、新入学用品支給事業、ランドセル

の分に関してです。アンケートを取ってい

って、今後の対応を考えていくということ

です。埼玉県の秩父市で新たにランドセル

の支給事業を始めたいというような公約

を出された市長候補がおられまして、それ

で当選されましてアンケートを取ったの

です。その結果、ランドセルの現物を支給

するのではなくて、補助金５万円を支給す
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るようになったというニュースが２月出

ておりました。 

 アンケートでは、ランドセルの現物では

なく補助金が欲しいといったような人が

４９．４％、クーポンが欲しいという人が

３２％で、現物支給を希望した方が１７．

３％しかいなかったというような結果が

ニュースになっていました。 

 本市はアンケートを取ったうえで、現状

のランドセルをどうカスタマイズしてい

くかという考え方になると理解していま

す。もしアンケートを取って、秩父市と似

たような結果が返ってきてしまった場合、

考えないといけないことにもなってくる

のかなと感じました。 

 そのあたりの今後の考え方だけ、２回目

で教えていただきたいと思います。 

 続きまして、肢体不自由児童生徒送迎事

業です。執行ゼロ円とかがほとんどです。

それで茨木市の学校に送迎するというと

ころで、予算付けはしているけれども、全

然使っていただけていないというところ

です。使いたいのに使えていない人がいる

んじゃないかと危惧していたところがあ

りました。 

 もっと前段階の、入学の前からそういう

ふうに動けるようなシステムを作ってい

ただいたということは、大変ありがたいな

と思っております。 

 ただ予算概要としては見えにくいので、

今後運営していってどういうふうに変わ

ったかというのは、教えていただけたらな

と思っております。意見等も含めて要望と

しておきます。 

 ４番目、学校部活動助成事業、中学校の

部活動です。昨日のニュースで、日本若者

協議会というところがスポーツ庁に、部活

動の強制加入の撤廃を求める要望書とい

うのを出されました。 

 これはなぜかといいますと、部活動は学

校指導要領にも載っていない、学校の教育

の範疇外だというようなことが規定され

ておりますけれども、２０１７年の調査に

よると、公立中学校の３割以上が全員所属

しているということです。これが強制かど

うかは分からないんですけれども、結果と

してそういう学校が多いというふうな調

査が出ております。 

 その調査に対して、強制するのはやめて

ほしいというような意見書を出されたわ

けです。そこで摂津市の中学校において、

どれぐらいの人が学校の部活動に所属さ

れているのか。もし数字が分かれば教えて

いただきたいと思います。 

 続きまして、小学校と中学校のコンピュ

ーター事業です。おおむね、当初想定して

いた３％の半分の１．５％ぐらいの故障率

で推移しているんじゃないかというふう

な話でした。そこに関しては、安心した部

分ではあります。 

 ただこれ、５年運用になりますので、や

はり時間がたっていくにつれてこの比率

というのは少し上がってくる可能性があ

るのかなと思うところがあります。 

 また、これ導入の際から言われていたん

ですが、５年スパンで更新がかかってきま

す。隣の吹田市が、更新についての費用を

何か積み立てるような予算書みたいなも

のを今回出しているというようなことを

小耳に挟みました。 

 はっきり言って国が悪いと思っている

んですが、取りあえず導入させて、５年後

の更新時の予算補助が見込めないという

のが現実で、このままいけば、市の単費で

用意しなければいけなくなってしまうと

いうのが現状です。 
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 ５年後の予算は現状では用意されてい

ませんので、そこの考え方、展望について

２回目お聞きしたいと思います。 

 ６番目、エアコン設置の分です。地方債

で事業実施したら、７割が返ってくるんだ

というふうな、予算効率の良い方法を研究

して実施していただくというのは、本当に

高く評価したいなと思います。 

 そういった努力をしていただいている

というのは本当に感謝しております。見え

ない部分でありましたので、一回質問をさ

せていただいたんですけれども、ＬＥＤの

分もこの施設改修の分とかに係ってくる

と思います。 

教育委員会ではありませんが、フォルテ

摂津３０１、３０２の改修で予算が計上さ

れていました。 

 それぞれの分野でばらばらに計上して

いるので、補助制度の情報などが共有でき

るような、全庁的なシステムを作ってもら

えたらなというふうに思っています。 

 例えば、このような補助金を取ってくる

という話も、財政の基本的な話になると思

います。でもこういった知識を持っている

ことによって、市の負担割合が変わってく

るのです。 

 そのことによって子どもたちに還元で

きる費用というのは結果としてふえたわ

けで、こういった情報共有って本当に課を

越えて必要だと思いますので、いろんなこ

とを共有していただいて、使えるものは全

部使っていただいて、摂津市の発展につな

げていっていただきたいなと思っており

ます。要望としておきます。 

 続きまして、８番目ですかね。学校体育

施設解放事業について、オンラインでの受

け付けができるようになるということで

す。生涯学習課でその部分も担当されると

いうことで、利用者の利便性というのは上

がるのかなと思います。一括して把握でき

るようになるので、今まで個別に聞いてい

かなければいけなかったところも、生涯学

習課で担当できるというふうに思います。 

 ただ１点だけ言っておきたいのが、この

コロナ禍で急に中止になった施設解放が

ありましたよね。それは仕方がないんです

が、中止になるたびに、返金申請をしない

といけないであるとか、そういうところも

しんどいというふうに聞きましたので、今

すぐというわけではないですけれども、返

金申請の話に関しては、また今後考えてい

ただくように要望をしておきます。 

 こども会についてです。平成２８年は６

９団体だったものが、令和２年は４３団体

だと。加速的に減っているなと感じます。

人数に関しても、もうほぼ半分になってし

まっているということです。 

 市としては、重要な団体だと思っている

からこそ、補助金を出して運営されている

と思うんですけれども、時代の流れなのか、

いろんな地域の都合もあるとは思うんで

すが、減ってきているというのが現実的な

話です。 

 それで先ほども言いましたけれども、青

少年指導員やＰＴＡなど、ほとんどの組織

でなかなか人が集まらないというふうな

形になってきています。このことを生涯学

習課だけでずっと考えていくというのも、

大変な問題だと私は思っています。このこ

ども会とかそういうのを含めてです。 

 こういう組織がなくなったときの弊害

というのも包括的に考えていただいて、今

後運営のほうを見守っていただきたいな

と思います。 

 だから、やはりそこらあたりを、全庁的

に、時代が変わってきたというのもありま
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すので、しっかりと対応していただきたい

と。これも要望にしておきます。 

 それで、図書館の運営事業で５００冊入

れられるということでした。選定のほうは

これからというので、それは理解しました。

今後の学校との連携の仕方について教え

ていただきたい。 

 学校の学習で使ったりとか、どういった

活用、連携の仕方を考えているのか、一回

教えていただきたいと思います。 

中学校給食についてです。スケジュール

を立てるというのは理解しているんです

けれども、スケジュールの詳細、どんな感

じでやっていくのか、場所を確定していく

ための令和４年度のスケジュールを教え

てください。 

 例えば吹田市との協議にしたって、計画

的に実施されると思うんですよね、令和４

年度中に決めるんですから。それもいつま

でを目処にするとか、そういうあたりを詳

しく教えていただきたいと思っています。 

○弘豊委員長 暫時休憩します。 

（午後２時３４分 休憩） 

（午後３時    再開） 

○弘豊委員長 では、再開いたします。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 １点、訂正をお願い

申し上げます。 

 １点目、ランドセルの今後の考え方につ

いてでございます。本市のランドセルにつ

きましては、もうかなりの長い年月をかけ

て、親子二代で使っていただいたりと大変

好評をいただいております。 

 今回事例で上げていただいた例では、５

万円の補助券かランドセルかということ

であれば、補助券かなと納得はいたします

が、本市においては、今のところ実は保護

者の皆さんから、要らないという声をいた

だいたことは一度もないような状況でご

ざいます。 

 現物支給があることを前提に、色を変え

てほしいとか、大きくしてほしいとか、肩

ひもを変えてほしいなど、ご要望はいただ

くのですが、もう要らないというようなお

声は実際には届いていないのが実情でご

ざいます。 

 また、シティプロモーションの中でも、

当市のこのランドセルについては取り上

げていただいておりまして、実際にこの３

年で、他市の議員団が２度ほどお見えにな

ったり、直接にはお見えにはならなくとも

お問合せをいただいたりしておりました。 

 その内容としては、やはり革のランドセ

ルでしたらかなり重たいということで、軽

いランリュックを改良したものを市で作

りたいんだけれども、摂津市はどういうふ

うに進めておられたのですかというよう

なお問合せがほとんどです。軽さという点

もメリットとなって、当市のランドセルは

使っていただけるのかなと思っておりま

す。 

 またこれは、強制的に全員ということで

はございませんので、何か他のかばんや、

ランドセルを使うということであれば使

っていただいてもいいのかなと思います。 

 これらの考えの上から、今後につきまし

ては、カスタマイズ、改良を考えたいと思

っております。すぐには無理かもしれませ

んが、何年かかけて検討してまいりたいと

思っております。１点目については以上で

す。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは４番目

の質問の、本市の中学校部活動の加入率に

関わる質問について、ご答弁申し上げます。 

 本市全中学校の部活動の加入率につい
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ては、現在のところ約９０％程度となって

おります。各学校では、生徒の所属感であ

るとか、仲間意識を育むためなど、生徒指

導上の効果も見られるために、中学校部活

動については意義あるものと捉えており

ます。 

 そのため、１年生が入学した後に、全員

に対して中学校部活動の内容であったり、

意義であったり、そういったものを伝えた

上で、加入について促しております。 

 しかしながら、強制とはしておりません

ので、外部のクラブ活動に加入している者

も実際はおります。また、部活動を途中で

生徒が辞めた場合についても、次の部活動

についての加入は促すものの強制として

おりませんので、このような加入率となっ

ております。 

 ５番目の質問で、コンピューター事業の

タブレット端末の更新時に合わせた、今後

の展望についてですけれども、現在タブレ

ット端末については、リース契約を行い、

購入時及び補修費用の負担については、平

準化を図っているところです。 

 教育委員会としましても、今後の更新に

ついての情報は確かに明確には分かって

いない部分がございます。しかしながら、

タブレット端末につきましては、やはり教

具として取り扱わないと、例えばデータの

管理であるとか、タブレット端末に入って

いるアプリの管理など、個人のものになっ

てしまうと難しいと考えております。現状

としましては、保護者が負担をするという

ような考えではなく、市でやっていくこと

が必要なのではないかと考えております。 

 今後は他市状況や、国の補助、市の財政

状況、そのようなものを踏まえながら、情

報収集に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 松田課長。 

○松田教育政策課長 中学校給食の今後

のスケジュールでございます。繰越しをさ

せていただいた２００万円の調査につき

ましては、私共といたしましては６月まで

に調査は結果を出してまいりたいと考え

ております。 

 並行して、吹田市との協議を続けさせて

いただきまして、上半期を目標に、場所を

確定してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 電子図書、学校との

連携についてお答えさせていただきます。 

 電子図書サービス開始につきましては、

広く市民の方々にも周知は当然でござい

ますが、学校図書室との連携というのも非

常に大切だと考えております。 

 現在、小・中学校の児童・生徒には支給

されていますタブレットの活用、こちらが

必須かなと思っておりまして、朝の読書活

動や学級文庫などでお使いいただけるの

かなと思っております。 

 いずれにいたしましても、学校図書室と

市民図書館の連携を密にして、子どもの読

書活動推進を進めていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 三好俊範委員。 

○三好俊範委員 ３回目でございます。 

 ランドセルに関してです。本市に関して

は要らないという意見は特にないという

ことで、安心しております。アンケートの

結果も、補助金にしてほしいという意見が

返ってくるということも、恐らくないのか

なというような感覚を受けました。 

 ただ、既存のものに捉われるわけではな
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くて、カスタマイズしていくということで、

これも予算の兼ね合いがあると思うんで

す。前に質問させていただいたときに、こ

れまでの事業者が廃業されて、予算がふえ

たような事例もありました。 

 そういったことが今後もあり得るのか

なとは思いますけれども、子どもたちにし

っかり使っていただいて、時代やニーズに

合わせた摂津市のランドセルを提供でき

るようにお願いしたいなと思っておりま

す。この件に関しては以上で終わります。 

 それで中学校の部活動の分です。全体の

加入率が約９０％程度ということでした。 

その強制加入というのは、なかなか難し

い現実問題があるんですけれども、どうい

ったところが議題になっているのかとい

うと、やりたくないのにやらされたという

ようなものがあるみたいなんです。 

 例えば、親が結構有名なスポーツ選手だ

からというような理由で、親が話をつけて

同じスポーツの部活に入れられたである

とか、小学校のときに上位までいったから

中学校でもそのままやらされたとか、そう

いう意見が見られました。 

 時代も変わってきて、そういうところも

今後配慮していかないといけない時代も

訪れてきているのかなと思います。健康と

かそういったもの、文化を享受するという

意味で、いろんなことに挑戦するというこ

とはすごく大事なことだと私も思ってい

ますし、教育の中でやるのとやらないので

あれば、僕もやったほうがいいんじゃない

かというのは思ってはいるんです。ただ、

それが子どもたちの心の負担にだけなら

ないような配慮というのを、今後考えてい

くべきものなのかなというのも、一方で思

うところであります。 

 そういったところで言ってしまえば、子

どもたちはまだまだ直接意見が言えるよ

うな年齢でもないので、そういう部分のケ

アするという感覚は持って対応していっ

ていただくよう、これは要望としておきま

す。 

 続きまして、タブレットの更新について

です。なかなか難しいところがあるという

話なんですけれども、一気になくなってし

まったら学校教育的にも、いろんなものが

崩壊してしまうような意見をいただきま

した。 

 まさしくそうで、あと４年の猶予があり

ますけれども、もしかしたら１円も国が予

算を出さないということも想定できるわ

けです。先ほども言いましたけれども。そ

ういうときに、急に市の単費で負担すると

なかなかしんどいというところも想定で

きますので、しっかりと計画を立てていっ

ていただいて、維持できる施策としてやっ

ていただきたいなと、これは要望としてお

きます。 

 続きまして、中学校給食です。思ったよ

り時間がないんだなという印象でした。上

半期を目標に、場所を選定するということ

で、吹田市との連携の話が出ていますけれ

ども、代表質問でも出ていましたように、

食中毒が出たときにどうするのか、まずも

って吹田市と合同でやるための中間地点

が今、健都という場所があるからいいけれ

ども、建て替えするときに、そんな中間地

点で代替地をまた用意できるのかという

こと。 

 そもそも、それだけのものを運ぶときに、

トラック何台分になるんだと。その交通の

話であるとか、そもそも健都の町並みのコ

ンセプトにそのトラックが風景として合

うのか。 

 また、中学校給食というのは、メニュー
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とかいろいろ考えていきますけれども、そ

れを一体誰が考えていくのか。請け負って

くれる業者がほとんどいないんじゃない

かと言われている中で、業者が独占企業み

たいなものなので、値上げするといったら

それに従わざるを得ない状況が出てくる。 

 それでまた、摂津市の中学校給食を防災

の観点からも使えるようなものにしたい

ということで、緊急時に食事を提供できる

ようなことも考えているという話をお聞

きしています。吹田市と合同でやったとき、

どちらが主導権を持って運用していくの

かとか、例えば先ほどの予算の話に戻りま

すけれども、１万７，０００食というよう

な大きな予算で、吹田市は値上げしてもオ

ーケーというふうになっても、摂津市では

耐え切れないようなことがいつかは出て

くるかもしれない。 

 そういうところ、課題がいっぱいあると

感じています。それを本当に６月までにま

とめるのは、現実問題として、しんどいん

じゃないかなというのが、思いとしてあり

ます。 

 現実を見詰めていただいて、うちとして

は令和８年までにやるというふうに最初

に計画を立てていますので、そのスケジュ

ールどおりに、一日でも早く子どもたちに

温かく、健康を維持できる、栄養のある給

食を食べてもらえるように、その点だけ要

望しておきます。 

 最後、電子図書についてです。始まった

ばかりですので、今後いろいろ試行錯誤さ

れていくと思います。私としてはこのコロ

ナ禍において、電子図書というのは、かな

り需要というのはあるのではないかと感

じています。 

 コロナ禍において急に休校になって、な

かなかやることも見つけ出せない子ども

たちも、多々いると思います。その巣篭も

り需要にこたえる形で、電子図書は使って

いただけるのかなと思います。 

 他市では絵本とか、そういったものにも

使っていたりしますので、親と子とのコミ

ュニケーションのツールにしていただい

たりとか、子どもたちだけではなく保護者

の方にも広く認知していただくことによ

って、活用方法というのは無限に広がるん

じゃないかなと思っております。 

 紙のほうがいいという意見も分かるん

ですけれども、使えるものは使っていただ

いて、それぞれにいろんな活用方法がある

ので、私の思いとしては、その活用方法を

紹介していただいて、広く周知していただ

きたい。市民に活用していただける電子図

書にしていただくよう、思いとして伝えて

おきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

○弘豊委員長 それでは、嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 まず１点目といたし

まして、小学校の給食における賄材料費に

ついて、お聞きをしたいと思います。 

 これは以前に聞かせていただきました。

物価が上昇している中で、本来であれば給

食費も上げていくところを、据え置いてこ

られたと。 

 その結果として、たしか１，７００万円

ぐらいだったと思いますけれども、市とし

て持ち出しがあったというようなお話が

あったと記憶しております。 

 今、さらにいろいろな物価が上昇してい

ると。また、ロシアのウクライナ侵攻を受

けまして、小麦価格も相当上がると言われ

ております。恐らく、賄材料費についても、

全て保護者の負担でお願いしていくとい

うことになると、ある程度の給食費の値上

げといったものが出てくるのかなと思っ
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ておりますけれども、令和４年度、どのよ

うに考えておられるのか。 

 ただこれ、今後まだまだ分からないこと

があると思うんですよ。この軍事侵攻の件

だけではなくて、例えば原油価格が上がっ

ていったりして、物の輸送に係るお金もど

んどん上がっていくということも踏まえ

たときに、果たしてこの賄材料費のことに

ついて、どのように考えていくのか。非常

に大きな問題の一つなのかなと思ってお

ります。改めてこの際、お聞かせをいただ

きたいなと思います。 

 続きまして、予算概要の１０６ページに

なりますけれども、小中学校通学区域等事

業について、交通専従員のことが先ほど出

ておりましたけれども、適正規模及び適正

配置のことについてもお聞かせいただき

たいと思います。 

 まずは、交通専従員の業務委託料につい

てでございます。これは午前中の西谷委員

の質問でも聞いておられましたけれども、

今、全国的に子どもの、特に通学時におけ

る安全をどのように守っていくのかとい

うことについて、いろいろなところが連携

をして、調査もされておられます。 

 実際に、先般の代表質問でもこの点につ

いて、質疑が交わされたんですけれども、

改めていろいろなところが連携をされま

して、摂津市内の通学路における、安全点

検といったものがなされたわけです。 

 その結果を踏まえて、例えば交通専従員

の配置をする場所が変わったり、そういっ

た変更点があったのか、また今後の方向性

も含めて、一度お聞かせをいただきたいと

思います。 

 それから、適正規模・適正配置の問題な

んですけれども、これも先ほど来、各委員

が意見をおっしゃり、また質問もされてこ

られました。とりわけ、鳥飼地区において

は、待ったなしの状況になっていると思い

ます。 

 それでまずは、通学区域を変更すること

によって、今ある小学校、そして中学校を

維持できるのかということについて、まず

はいろいろシミュレーションも皆さんし

ながら考えてこられたと思います。 

 しかし恐らく、それでは対応できない状

況になると。長い目で見た場合に、確かに

今は、鳥飼西小学校ではふえているかもし

れないけれども、しかしそれ以外の小学校

区では児童の数が減っていって、もうしば

らくたつと、鳥飼西小学校だって恐らくふ

えていかない状況になってくる。そうなっ

たときに、この鳥飼地区の児童・生徒の数

を考えたときに、やはり相当に厳しい見通

しを持たざるを得ないだろうなと思いま

す。 

 そこで、改めてこの鳥飼地区における児

童・生徒の状況を踏まえたときの、学校の

在り方ということについて、先ほどから答

弁があったんですけれども、どこを大切に

していきながら、今後事業を進めていくの

か。ぜひその点について、いま一度答弁い

ただきたいと思います。 

 それから、同じく予算概要の１０６ペー

ジで、安全対策事業についてもお聞きをし

たいと思います。 

 令和４年度の市政運営の基本方針の中

で、子どもの安全安心都市宣言を採択した

自治体なんだということが、非常に思いを

持って触れておられたように、私は感じて

おります。 

 思い返すと、大阪教育大学附属池田小学

校での事件があったりして、子どもの安

全・安心といったものをしっかりと守って

いこうという機運が高まったと。その中で
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摂津市は、全国に先駆けて、子どもの安全

安心都市宣言を採択しました。 

 そのときに、例えば小学校での受付員制

度であったりとか、あるいは青色回転灯の

パトロールカーを走らせたり、様々な安全

を確かなものにしていく取り組みがなさ

れてきました。 

 しかし相当に時間がたった中で、私はも

う一度、本当にこの事業が子どもたちの安

全・安心という面で、果たして機能してい

るのか、その点をいま一度見詰め直してい

く。そういう時期に来ているのではないか

なと思っています。 

 当初、青色回転灯のパトロールカーが走

っている姿を見たときに、私も意味がある

なと思っておりましたけれども、しかし、

今となっては当たり前の光景になってき

て、果たしてあれが子どもたちの安全とい

う面で効果があるのか。 

 それからこれは先ほど三好俊範委員も

おっしゃっておられましたけれども、子ど

も１１０番を考えたときに、例えば、下校

中に不審者に会ったとしても、子ども１１

０番を掲げている家に子どもたちが実際

に入れるのかということを考えると、私は、

いわゆる実際の効力という点で言うと、そ

こまでないように思っているんですよ。 

 こういったこともいま一度振り返って、

改めて子どもの安全安心都市宣言という

ことについて、令和４年度の市政運営の基

本方針が示された中で、私はこの安全対策

事業といったものについても、抜本的に見

直すべきではないのかなと考えておりま

すけれども、少しその点のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 続きまして、予算概要の１１０ページに

なります。教育相談事業の中で、まずは今

の不登校の状況について、お聞かせをいた

だきたいと思います。その不登校の児童・

生徒を、解消していくためには、どのよう

な方向性で令和４年度の事業を進めてい

かれるのか。その点についてもお聞きかせ

いただきたいと思います。 

 続きまして予算概要の１１２ページ、キ

ャリア教育推進事業についてもお聞かせ

いただきたいと思います。 

 これは、代表質問の中でも取り上げられ

ておりましたし、本日の文教上下水道常任

委員会の中でも取り上げられておりまし

たけれども、やはり子どもがしっかりと将

来を見据えて、それぞれの段階でやはり教

育的な指導を受けていくということは、非

常に大切であると思っております。何より

も子どもが、自分自身の目標ができると、

それは様々な面でプラスに働いていくと

私は思っております。 

 それで、これまでもいろんな取り組みを

なされてこられました。それはそれで私は

是として受け止めております。ただ一番大

切であるのは、私は児童・生徒のやはり内

側から出てくるような熱い思いみたいな

ものが、果たしてこのキャリア教育の中で

醸成できるのかということだと思ってい

るんですよ。 

 このキャリア教育といったものは、下手

をしてしまうと、例えば今の自分自身の学

力であれば、この高校に行けるな、あるい

はこういった仕事だったら就けるなとい

うふうに、自分自身の現状を受け止めた中

で、その中で手の届くような自分のキャリ

アを追い求めることになりはしないのか。 

 そうではないと思うんです。本来このキ

ャリア教育といったものが目標としてい

るものは、本当に子どもたちがそれぞれ社

会に出たときに、どういった役割や仕事で

社会に貢献したいのかということをしっ
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かりと考えて、それを成し遂げていくため

には、どういった能力が要るのかと考える

こと。そして、そのために今何ができるん

だということを考える。 

 それがキャリア教育だと思っているん

ですけれども、そういったことを考えたと

きに、今後摂津市として、このキャリア教

育を進めていく中で、どのような工夫が要

るのか。その点についてもお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、同じく１１２ページです。学

力向上推進事業の中で、何点かお聞かせい

ただきたいと思います。まずは、学力定着

度調査の科目に、理科を導入するんだとい

うことについて、これも午前中からお話が

あったわけでございます。 

 それで、摂津市の子どもたちの学力は、

相当に上がってきているということは間

違いないと思います。その中で、一番問題

なのは読解力なんだということで、いろい

ろと工夫を重ねてこられたと。 

 そこで効果が上がっているんですけれ

ども、今度新たに理科といった問題にも目

を向けて、定着度調査をされていかれると

いうことです。現在、教育委員会としては、、

次の段階に進んでいくんだと捉えておら

れるのか、この背景についてお聞かせいた

だきたいと思います。 

 それから以前、学力の話で、学校間の差

異はあるんですかということについて尋

ねさせていただきました。確かに学校での

差異はあるんだけれども、摂津市は中学校

が５校、小学校が１０校ということで、非

常に学校の数も限られていると。 

 何か一ついい事例が生まれたら、それが

横に広がっていくことが、比較的容易にで

きるんだということで、学校間の差異は今

はあるけれども、どんどんと縮めていくこ

とは可能なんだというような答弁がなさ

れてきたように私は理解しているんです。

改めて現在の状況、それから今後の方向性

について、どのように考えておられるのか

お聞かせいただきたいと思います。 

 同じく予算概要の１１２ページで、これ

も先ほどから出ているんですけれども、学

校運営協議会の話です。現在は、学校協議

会がそれぞれの学校で設けられておりま

して、その中で学校の運営をしていくその

方向性について、一定意見を交わされてい

ると思うんですけれども、改めてまずお聞

かせいただきたいのは、学校協議会を今、

教育委員会としてはどのように評価され

ておられるのか、その点お聞かせいただき

たいと思います。 

 続きまして、予算概要１１４ページの実

用英語技能検定料負担金についてでござ

います。この事業は、恐らく令和４年度で

３年目になるのかなと思っています。 

 それで、予算の立て方としては、中学校

３年生全員が英検３級を受験するという

ことで、令和４年度も予算計上されている

と思います。そこら辺についてもお聞かせ

いただきたいです。私は、３年生に限らず、

１年生であっても、２年生であっても、向

上心を持って英検を受けたいという生徒

がおれば、そこらについても一定補助して

いくような方向性があってもいいのかな

と思っていますが、その点についてお聞か

せをいただきたいと思います。 

 それから、これは予算の項目はないんで

すけれども、令和４年度から小学校の高学

年で、教科担任制が始まります。摂津市の

場合は、教科担任制とまではいかないかも

しれませんけれども、その要素は盛り込み

ながら、現在も事業がなされているように

思っておりますけれども、この教科担任制
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ということを踏まえて、どのように考えて

おられるのか。少しお聞かせいただきたい

と思います。 

 続いて、人権教育の一環として、私は拉

致問題を取り上げるべきではないのかな

と思っています。これはかつて、元議員の

渡辺氏もこの点をおっしゃっておられて、

私も同じ思いなんです。改めて令和４年度、

例えばめぐみという教材を使ったりして、

拉致問題について、子どもたちにどのよう

に教えていくのか、少しお聞かせいただき

たいと思います。 

 それから、これも予算項目というわけで

はないんですけれども、主権者教育といっ

たものも、今後より充実をして進めていく

べきだと私は考えております。主権者とし

ての教育、子どもたちの意識を高めていく

といったことについては、あまり意識がな

いかもしれませんが、改めて、この主権者

教育ということについて、どのように考え

ておられるのか。この点についてのお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、予算概要の１２６ページの青

少年リーダー養成事業です。地域で活躍す

る小学生を養成していくんだといった取

り組みが、この趣旨だと思っています。実

際にこのリーダー養成のいろいろな取り

組みを受講されて、その後地域の中でリー

ダー的に活躍しているような事例がある

のか、その点お聞きしたいと思います。 

 それから、同じく１２６ページで、青少

年指導員のことについてもお聞かせいた

だきたいと思っているんですけれども、こ

の取り組みは相当に以前からなされてい

る取り組みなんですけれども、しかし市域

の状況は相当に変わってきていますよね。

それを踏まえて青少年指導員の方に期待

される、役割であるとか、その点について

どのように考えておられるのかをお聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、これは要望にとどめたいと思

うんですけれども、中学校給食のことにつ

いて、触れたいなと思っています。私は今

まで、あまり中学校給食については導入に

前向きではありませんでした。というのは、

思春期の中学生がお母さん、お父さんが忙

しい中でも、子どもたちのために弁当を作

ってくれる。その姿を子どもたちが見て、

学校の中でそういった手弁当を実際に食

べるといったことの、教育的な意味は非常

に大きいと思っていました。 

 これは今でも変わっていません。しかし、

今、確かに子どもたちの貧困という問題も

一方であると。そして、大阪府の中でもど

んどんと中学校給食が導入をされていく

中で、摂津市もその波に乗り遅れるわけに

はいかないということについては、一定理

解をしているつもりです。 

 しかしその中で、私はやはり、子どもの

ために苦労する親の姿を見せていくとい

うことは、教育的な意義が非常に大きいと

思っていますので、仮に中学校給食が始ま

ったとしても、そういった要素は残してほ

しいと、何度か文教上下水道常任委員会の

中でも述べてきたように記憶しています。 

 今、吹田市と摂津市で広域連携を組んで、

センター方式の中学校給食を模索してい

くという方向性が出されたんですけれど

も、そうしたら今、私が申し上げていたよ

うな、中学生が弁当を持っていく良さを残

した給食の方式が、果たして可能になるの

かということを考えると、やはり非常に難

しいように思います。 

 確かにセンター方式を吹田市と共同で

行っていくということについては、予算的

にはそれは効果があるかもしれません。し
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かし教育的な観点、摂津市の中学生が昼食

をどのように摂っていくべきなのか。いろ

いろな効果を考えて、今後の方向性を考え

ていっていただきたいなと思っておりま

すので、この点は要望として申し上げてお

きたいと思います。 

 質問としては以上で、よろしくお願いし

ます。 

○弘豊委員長 それでは、順番に答弁を求

めたいと思います。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 小学生給食の賄材

料費についてでございます。 

 昨年度、小学生給食につきましては、そ

の給食費につきまして、一律の４００円の

値上げをさせていただいております。それ

まで、大阪府内でも恐らく下から２番目ぐ

らいに低い給食費で運営をしておりまし

て、牛肉や豚肉を使う回数が随分と減った

中で、また運搬費等がふえておりますので、

どうしても上げざるを得なかった旨はお

伝えさせていただいたかと思います。 

 ただ、新型コロナウイルス対策というこ

とで、令和３年度につきましては、先ほど

おっしゃっていただきました分について

は補助ということでございましたが、令和

４年度からは本来の給食費で対応をして

いきたいと考えております。 

 今朝のニュースでも小麦が大変に値上

がりすることによりまして、様々な食材、

特にパンであったりいろいろなものに影

響があるとございまして、どうなるかなと

正直思ってはおるんですが、これまでいろ

いろな給食費を抑えている経験が当市に

はございますので、また工夫を凝らして対

応していきたいと考えております。 

 次に、交通専従員についてでございます。

交通安全プログラムの中で、地域の方や警

察の方や我々市の者も、みんなでいろいろ

な点検を毎年させていただいております。

その後の対策といたしましては、電柱に幕

を張ったりですとか、いろいろな道路の対

応をしていただくことにつないでおるん

ですが、交通専従員の数につきましては、

本年度このプログラムを経ての変更等は

ございません。 

 １点、実際にはここも上がっておったん

ですが、柳田橋で本会議でも何度かご指摘

があったところにつきましては、交通専従

員の増員を決定いたしまして、シルバー人

材センターにもお願いをしているところ

ではございますが、なかなかご応募がなく、

お一人だけではなく複数でチームを組ん

でいただいて、スケジュールを組んでいた

だいているのですが、いまだ設置ができて

いない状況でございます。 

 適正配置について、学校の在り方につい

て、どこを大切にしていくのかというご質

問でございます。これまで申しましたが、

本当にたくさんの意見をいただくことに

なると思います。小規模校の良さ、あるい

はデメリット、いろいろな考えを持って、

私共もそのたびにいろいろ揺れたり、いろ

いろ考えるんだろうなと思うのですが、こ

れだけは忘れないと思っていることがご

ざいます。 

 学校がなぜあるのか。なぜ集団で教育を

するのか。そういった学校教育の原点とい

うものは忘れずにいること、また何のため

に、誰のために考えているのかということ

で、子どものためだということを中心に、

念頭に置いて、今後検討してまいりたいと

考えております。 

 次に、安全対策事業でございます。青色

パトロールにつきましては、以前にもご指

摘をいただきました。そのことをもちまし
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て、我々も課内、他部も含めて検討いたし

ました。一般会計予算書の２３６ページの

一番下のところに挙げさせていただいて

おるんですが、教育施設等文書集配業務事

業というものがございますのでご参照く

ださい。 

 実は青色パトロールカーの従事をして

いただいている子ども安全巡視員には、学

校を回るときに、お届け物も一緒に持って

いっていただいているという経緯がござ

いました。 

 そこにつきましては、今後、業務委託と

いうことで外出しをさせていただくこと

で、人件費等をカットさせていただきます。

実際には我々、教育政策課であったり、学

校教育課もそうですが、毎日のように、学

校のほうに出ております。不審者の確認等

も含め、公用車で回っておる折に、その役

割を担うことによって、代替えと申します

か、より気を付けて、教育委員会全体で対

応をしていきたいと考えております。 

 その他の安全事業につきましては、本日

もいろいろな意見をいただいております。

令和４年度には、総合的に今後の在り方に

ついて考えていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 山根課長。 

○山根教育支援課長 ４番目のご質問、教

育相談事業についてのご質問に答弁を申

し上げます。 

 まず不登校の状況ですが、やはり年々増

加しているという状況でございまして、本

事業で心理相談員が受けるお悩み相談電

話につきましても、不登校でのお悩みとい

うところは、やはりふえているなというと

ころを実感いたします。 

 解消の方向性でございますが、まずはや

はり子どもたちが目立たないけれどもや

るべきことをしっかりしている、これを先

生方に認めてもらえる、それが安心して教

室にいられるということにつながる。また、

児童会・生徒会活動などの自治的な活動、

これによって学校に自分の居場所がある

んだというような実感が得られる、こうい

った魅力ある学校づくりというところを

進めることが重要かと思っています。 

 ここにつきましては、学校教育課ととも

に、教育支援課としても学校への発信等努

めていきたいと思っております。 

 本事業、教育相談事業における対応とい

たしましては、お悩み相談電話で不登校等

のご相談があったときに、学校との行き違

いがないかというようなところ、こういっ

たところを解きほぐしたりですとか、後は

どのように再び学校とのつながりを取り

戻すか、こういったところを意識しながら

対応しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 続いて６番目の

ご質問、キャリア教育を進めるにあたって

の工夫についてのご質問について、ご答弁

申し上げます。 

 まずキャリア教育というものは、これま

で実施してきたところですけれども、まだ

まだ学校の先生方のキャリア教育の理解、

こういう取り組みがキャリア教育にあた

るという意識、そこが弱いのかもしれませ

ん。 

 やはり今後は、キャリア教育というもの

が一体何なのか。どのような力を付けてい

くべきものなのか。子どもたち、教員にも、

社会との関わりについて学ぶことが重要

であるということを、しっかりと意識化さ

せていく必要があります。そういったこと

を、今後、ＮＰＯ法人や企業と連携しなが
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ら、推進をしていきたいと考えているとこ

ろです。 

 続いて、７番目の学力向上に関わって理

科を加えるにあたって、今までやってきた

読解力等について、成果があったのかとい

う質問に対して、ご答弁いたします。これ

まで教育委員会としまして、国語、算数に

特に取り組んで、読解力の向上にも取り組

んできました。 

 各学校では、点数にも見られる学力の定

着にも力を入れてきた、こだわってきたと

いうこともありまして、成果が見られてき

ていると思っております。 

 また、読解力向上につきましては、国の

学力基盤作りの調査研究事業を、令和４年

度も引き続き、取り組みを行ってまいりま

す。そういった取り組み実践校の事例等を

全市的にも広めていって、読解力向上には

努めていきたい、成果があるものも、今後

も継続してやっていきたいと考えており

ます。 

 続いて８番目のご質問、学力向上に関わ

って、学校間格差に関わる現在の状況や今

後の方向性についてのご質問についてで

すけれども、摂津市は嶋野委員もおっしゃ

ったように、本市は小学校が１０校、中学

校が５校で、大阪府内でもちょうどいい大

きさであると感じております。 

 教員の方々にも、そのことはお伝えをし

ていて、横の連携をしっかりやっていきま

しょうと、みんなで伝えていきましょうと、

声かけし、仕組みも作っていっているとこ

ろです。 

 今後も、先ほども申しましたように、好

事例がたくさんあり、例えば学力向上に関

わる内容でなくても、魅力ある学校づくり

の取り組みであったり、生徒指導に関わる

内容であったり、そのようなものでも出て

きていると私たちは捉えております。横の

連携をしっかり密に取った上で、市内全体

的に学力等も高めていきたいと考えてい

るところです。 

 ９番目のご質問です。学校運営協議会に

関わって、これまでの学校協議会における

評価についてです。これまでも学校協議会

については、例えば学校の学校教育自己診

断という形で、保護者や子どもたちのアン

ケート調査や、教員の調査などでこれまで

の１年間の学校運営の振り返り等を、学校

協議会の協議員の方々に意見をいただい

て、取り組み改善をさせていただきました。 

 この学校協議会については、意義があっ

て効果もあったと考えているところです。

しかしながら、この学校運営協議会の趣旨

にあります、さらに地域とともにある学校

づくりのために、学校運営協議会に取り組

んでいく。学校運営協議会はモデル校で実

施しますので、その他の学校については、

学校協議会の中で、今後も学校の取り組み

改善については行っていきたいと考えて

います。 

○弘豊委員長 山根課長。 

○山根教育支援課長 実用英語技能検定

料負担金についてのご質問にお答えをい

たします。 

 コロナ禍で一斉休校を経験した生徒た

ちへの支援ということでスタートした取

り組みでございます。おっしゃるとおり、

来年度で３年目、一斉休校時に１年生だっ

た子どもたちが対象ということになりま

す。来年度につきましても、中学３年生の

全生徒が３級を受験するという想定で予

算の要求をさせていただいておるところ

でございます。 

 中学１年生、２年生につきましては、全

額の補助ではないのですが、一次受験の会
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場が学校でするということで、準会場の扱

いとなります。準会場での受験となります

と、受験料が約１，０００円だったかと思

うのですが、安くなるというところもござ

います。そういったところで、中３生だけ

ではなくて、中学１年生、２年生の向上心

のある生徒への恩恵といいますか、という

のは受けられるのかなと思っております。 

 今後につきましては、中３生だけの事業

としてではなくて、やはり幅広く、全ての

子どもたちが対象とできるような、そんな

事業を考えていかないといけないなと思

っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 続きまして、１１

番目のご質問の教科担任制について今後

の方向性に係る内容についてご答弁申し

上げます。 

 現在、本市の小学校では、学級担任制を

行っているところですが、小学校高学年を

中心に、例えば担任外の教員、または学級

担任による交換授業などで専門的な指導、

専科指導を教科担任制の形で取り組んで

おります。それに加えて令和３年度は、３

校で大阪府の加配を活用した教科担任制、

専科指導を行ってきたところです。 

 令和４年度は４校で、いわゆる大阪府の

加配を活用してやっていきます。大阪府の

加配となりますので、これまでの教員にプ

ラス１名加わった中で、その教科について

専門的に授業を行っていく。小学校では学

級担任制でありますと自分のクラスだけ

で１回限りの授業を行ってきたのですが、

教科担任制にすると、複数回授業を行うこ

とができますので、繰り返し行うことで、

その授業の授業力が向上される。 

 また、教科担任制でいきますと、複数学

年の授業も行うことになりますので、系統

立った授業の展開とかが行えることが可

能となります。そういったことも踏まえて、

高学年における教科担任制については進

めながら、本市の子どもたちの学力の向上

を図っていきたいと考えています。 

 １２番目のご質問です。人権教育に関わ

って、拉致問題について、例えばアニメめ

ぐみの活用状況等についてのご質問につ

いてです。令和３年度の活用状況では、実

は初めて教職員の研修の中で、全校、小学

校１０校・中学校５校全校で活用すること

ができました。また、授業においても、小

学校では６校、中学校は５校で、授業の中

で取り扱うようになってきています。 

 本市としてもこの拉致問題、アニメめぐ

みの活用については、本当に大事なことだ

と捉えておりまして、これまで校長会や教

頭会を通じて、活用について事例を踏まえ

ながら、説明もさせていただいたところで

す。そのようにしながら、このような人権

課題について、今後も対応していきたいと

いうふうに考えています。 

 続いて１３番目、主権者教育の方向性を

どのように考えているかということです

が、成人年齢が１８歳になることもあり、

今後はその１８歳になったら契約や、ロー

ンを組むことができるようになります。や

はり小・中学校の段階から、そういった状

況になるということは、理解していく必要

があると思っております。 

 また、やはり主権者教育ですので、自ら

が政治に関わっていくことができるとい

うことを意識する必要があると思います。

そういった意識を高めていくためにも、例

えば明るい選挙の啓発のポスターコンク

ールとかの活動を啓発していくとともに、

小学校・中学校でも、児童会・生徒会の必
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要性を理解させ、役員の選挙活動なども、

重要視しながら、活動を促進していきたい

と考えているところです。 

 以上です。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 生涯学習課に係り

ます、２点のご質問にお答えをいたします。 

 １点目、青少年リーダー育成事業につき

まして、これを経験された子どもたちが、

地元等に帰って活躍ができているのかと

いうことのお問いでございました。一人一

人私共も追跡をして、どういう活動をされ

ているかというところは、把握はできてお

りませんが、こども会の方々からは、親善

スポーツ大会とかこどもフェスティバル、

またクリスマス会とか、歳末夜警にご参加

いただいて、幅広い取り組みをしていただ

く地域での活動、普段の生活にも力を発揮

していただいているのではないかという

報告お聞きしております。 

 もう１点、青少年指導員への活動への期

待することということでございます。青少

年指導員は日頃からいろいろ活躍をして

いただいておりますが、青少年を取り巻く

環境は目まぐるしく変化し、厳しいものが

あります。健全な成長を阻害する有害な情

報や危険もあふれるような状況でござい

ます。 

 青少年が犯罪被害に遭ったり、非行や犯

罪を犯す背景には、青少年の行動に対する

やはり大人自身の模範意識というか、そう

いうことにも大いにあるのではないかと

言われております。 

 青少年を支えていく中で、全ての青少年

指導員が一丸となって、健やかに育んでい

けるような取り組みをしていただければ

という期待をしてございます。 

 以上です。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ありがとうございま

す。非常に丁寧に答弁していただきまして、

よく分かりました。 

 ２回目、要望できるところは要望にとど

めていきたいと思っておりますけれども、

まずは賄材料費の点でございます。令和４

年度からは従来の給食費に戻していくん

だということでお聞かせをいただきまし

た。 

 今、課長もおっしゃっていただいたよう

に、今後物価が、恐らく上がってくるんだ

ろうと思います。そうなったときに、どう

対応できるんだというところが、非常に問

われているんだろうなと。 

 しかしそれは、ある程度限界もあるんだ

ろうと思っています。小学校給食を導入し

ていくということは、その家庭の状況にか

かわらず、特に成長期である児童に、栄養

価の高い学校給食を食べてもらおうとい

うことが根底にあるわけですから、やはり

そこを考えると、ある程度のところ以上は、

妥協できないんだろうかと思います。 

 そういったことを考えたときに、いかに

工夫をして、給食全体からコストを下げて

いくのか。これは非常に難しいことになる

かも分かりませんけれども、どうかそこら

辺のことも念頭に置きながら、今後取り組

んでいただきたいなと、この点については

要望として申し上げておきたいと思いま

す。 

 それから、交通専従員ですけれども、交

通安全プログラムでいろいろとする中で、

例えばグリーンベルトなんかの取り組み

は進んできたと。しかし、交通専従員につ

いては、人数のこともあったりして、なか

なか進んでいかないということなんです

けれども、やはり地域の状況が以前と比べ
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ると相当に変わってきているんだろうな

と思うんですよ。 

 先ほどの午前中からのお話にもありま

したけれども、こども会の数が減っていっ

たりだとか、あるいは自治会だって加入率

が非常に下がっているという状況があっ

たわけですよね。 

 昔のイメージでは、危険があると思われ

るところに、保護者の方が交代で旗なんか

を持って誘導していただいたり、そういっ

たことが実際になされてきたと思うんで

す。 

 しかし、今では地域のつながりが、残念

ながら弱くなってきているということを

考えると、子どもたちの安全を守っていく

というのであれば、交通専従員をお願いを

していくしかないと思います。 

 もしくは、どうしてもこの場所だけは、

本当に危ないんだというところについて

は、また別の取り組みというか、例えば業

者の方にお願いをして、子どもの登下校中

に見守りをしていただくであるとか、そう

いったこともやはり考えていかないとい

けないのかなと思っているんです。 

 それで、２回目お聞かせいただきたいの

は、私はその交通専従員のことだけを今お

話しているんですけれども、もし摂津市内

で、交通専従員だけではなくて、それ以外

で子どもたちの見守りという点で何かお

力添えをいただいているそういった取り

組みがあるのかをお聞かせをいただきた

いと思っております。今後、地域のつなが

りがどんどん弱くなっていくという中で、

今後の方向性をどのように考えておられ

るのか、その点についても２回目お聞かせ

をいただきたいと思います。 

 それから、適正規模についてもお聞かせ

いただきまして、非常に、なぜ学校が必要

なのか、また誰を中心に据えていくのか、

そこの視点はしっかりと持っていくんだ

というご答弁いただき、大変に心強く思っ

ております。その中で、鳥飼地区について

は、１回目にも申し上げましたけれども、

仮に校区を少し変更したとしても、全ての

小学校の小規模化が解消されるかという

と、そうではないだろうというように思う

んですよね。また、第二中学校と第五中学

校、鳥飼地区で二つの中学校がありますけ

れども、もしこのままの第五中学校が続い

ていくと、第五中学校そのものも１学年で

１クラスというようなことも見えてくる

んだろうなというように思っております

し、第二中学校だって、今はたしか１学年

で４クラスから５クラスはありますけれ

ども、特に鳥飼北小学校の児童数の減少の

そのスピードを見ておりますと、第二中学

校だって今後どのような規模になるのか

ということについてはしっかりと見据え

ていかなくてはいけないなというように

思うんです。この鳥飼地区の義務教育の配

置のことについて考えていくときには、こ

れは村上委員もおっしゃっておられまし

たけれども、果たしてあの地区で第二中学

校と第五中学校の二つの中学校が要るの

だろうかということについて、やはり真剣

に考えていかなければいけない。もう一つ

は、中学校において、いわゆる自由選択制

というのも議題のテーブルに乗せていく

べきではないのかなと思っているんです。

その自由選択制について教育委員会とし

て、この間研究されてきたことがあればお

聞かせいただきたいと思っております。そ

のことを議題に乗せるということについ

てどのようにお考えなのか、二度目お聞か

せいただきたいと思います。 

 それから、安全対策事業の中で、青色パ
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トロールカーの話をお聞かせいただきま

して、文書集配業務を外出しにして、この

安全見守りに今以上に取り組めるような

環境を作っていただいているということ

についてよく分かりました。その点は是と

して考えていきたいというように思って

おります。これは先ほどの交通専従員の話

とも共通するんですけれども、子どもたち

の安全というものについては、これは年々

関心が高まっているというか、そういう状

況にあると思ってますし、そのことを守っ

ていくために、やはりこれまでは地域の皆

さんにいろいろとお力添えをいただいて

きた経緯があったと思います。地域の皆さ

んのお力をお借りしていくということに

ついては、これは変わらないわけなんです

けれども、一方で、先ほどから申し上げて

いるように、残念ながら地域のつながりが

弱くなっているということを考えたとき

に、やはり様々な選択肢を持ちながら、今

後、安全対策業務についても取り組んでい

っていただきたいなと感じます。この点に

ついては要望として申し上げておきたい

と思いますし、先ほど申し上げましたけれ

ども、文書集配業務を外出ししていただい

たということについては、私は、的を射た

取り組みだろうなということで考えてい

るところでございます。ありがとうござい

ます。この点は要望として申し上げておき

ます。 

 続いて、不登校についてですけれども、

残念ながら年々増加をしているという状

況ですよね。２回目お聞かせいただきたい

のは、不登校といったものはいろいろな要

因があるわけですよね。例えば学校の中で

いじめられたということであれば、人間関

係についていろいろと構築していったり、

クラス編成を考えていくことによって改

善されるかも分かりませんよね。しかし、

そうしたら不登校になる要因として、コミ

ュニケーション能力が不足をしていると

いう場合だってあると思うんですよ。そう

いった場合に、これは人間関係を変えたと

ころで不登校の改善にならないわけで、そ

ういった視点から専門的に子どもたちに

アプローチをしていくということが私は

大切だと思っているんですけれども、そう

いった実際の取り組みをなされているの

か、二度目お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 続いて、キャリア教育の話なんですけれ

ども、今、河平部参事のお話をお聞かせい

ただいていると、学校の先生方の中でもな

かなかキャリア教育の具体的なイメージ

が湧いていないというのが、今の状況なの

かなというように思っているんですよね。

私は何度か本会議の中でも申し上げまし

たけれども、中学２年生かあるいは中学３

年生の年度初めぐらいで、ぜひ立志式みた

いなものをやっていただきたいなと。これ

は何かというと、子どもたちが将来このよ

うな仕事や役割で社会に出ていくんだと

いうことを、子どもたちだけではなくて地

域の皆さんの前で発表していくような場

なんですけれども、実際に導入をされてい

る自治体もございます。それは非常に高い

評価を受けているんですけれども、そうい

ったことをやるということを一つの目標

にしていきながら、そのためには小学校の

段階ではこういった要素が要るというよ

うに、ステップを踏んで、そういったこと

を一つ一つ積み上げていくといったこと

が、私は、キャリア教育といいますか、い

わゆる立志教育になっていくと思うんで

す。ぜひその点をお考えいただきたいなと

思っております。その点について今どのよ
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うにお感じなのかお聞かせいただきたい

というように思います。 

 それから、学力向上の点なんですけれど

も、これまでは算数、国語にこだわってと

いうか、その子どもたちの能力に着目をし

ながら、様々な取り組みをされてこられた

と。そのことを考えたときは読解力に課題

があるということで、いろいろな取り組み

をされてこられたし、そのことは続けてい

きながら、新たに理科ということについて

も目を向けていくということであります

ので、私は、摂津市の教育委員会、そして、

また先生方、学校の皆さん、本当に努力を

重ねてここまで来ていただいたと考えて

おります。そのことを是として捉えていき

ながら、引き続きこれまでのことをしっか

りとさらに地盤を固めていきながら、新た

なチャレンジもしていただきたいなと。こ

れは前向きに捉えておりますので、期待を

しておりますので、よろしくお願いをした

いと思っております。 

 それと、学校間の差異のお話で、非常に

いい事例は広がっていきやすいんだとい

うお話を先ほどしていただきました。２回

目お聞かせいただきたいのが、そうしたら

今まで摂津市の中で、例えばある学校でこ

ういう取り組みがあったと、それが全体的

に広がっていって、学力だけではなくて、

子どもたちの健全育成という点で非常に

効果が上がっているんだという事例が実

際にあるのか、その点があればお聞かせい

ただきたいと思いますので、２回目よろし

くお願いいたします。 

 それから、学校協議会のことなんですけ

れども、私も今第二中学校のＰＴＡの役員

をさせていただいておりまして、ゲストで

初めて学校協議会に参加をさせていただ

きました。改めて、いろいろと校長先生や

教頭先生からお話をお聞きしていたんで

すけれども、いろいろな映像を交えながら、

子どもたちの頑張りであるとか、あるいは

学校が目指しているものを改めてお聞か

せをいただいていると、私は当初感じてい

たよりも本当に学校が努力を重ねて、子ど

もたちもそれに応えているなということ

を強く感じました。そこで思ったのは、私

も実際に学校協議会に行って初めてその

点に触れましたので、その点をいかに保護

者に、そして、また地域の皆さんに広めて

いくのかということが大切なんだろうと

思っているんですよね。ですので、学校協

議会の役割といったものは大きいんだけ

れども、さらにそれを超えて、それを地域

の皆さんにしっかり知っていただくとい

う点で、学校運営協議会がいいんだという

のであれば、理解できますけれども。しか

し、いろいろ見ておりますと、学校運営協

議会といったものは、学校がこうやってい

こうということと地域の皆さんとの温度

差があるときに、非常につらい思いもされ

るでしょうし、そのことが学校の先生方の

多忙化といったものが叫ばれる中で果た

してどうなんだといったことも現実の問

題としてあるんだろうというように思っ

ているんです。ぜひその点も、モデル校の

選定をしていきながら進めていくという

ことでありますので、学校の本当に健全な

運営にこの制度が適すのかということに

ついてもしっかりと見ながら、しかし、学

校が重ねている努力が、保護者や地域にあ

まり伝わっていないという現実をよく見

極めていただきながら、今後の展開を考え

ていただきたいなと。これも要望として申

し上げておきたいと思います。 

 それから、実用英語技能検定料負担の話

なんですけれども、今後幅広い事業にして
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いきたいというお話をお聞かせいただい

たので、その点は強く期待をするものです。

中学１年生や２年生から英語教育につい

てはもっともっと関心を持って、子どもた

ちが向上心を持てるような取り組みが今

求められていると私は思っています。ぜひ

幅広い事業を期待しておりますので、今後

ともよろしくお願いしたいと思っており

ます。これは要望として申し上げておきま

す。 

 続いて、教科担任制の話なんですけれど

も、私はこの教科担任制という言葉を聞い

たときに、本当に先生の指導力というか、

その教科の指導力が今まで以上に求めら

れてくるんだろうなということを、まずは

思いました。それと併せて思ったのが、そ

れぞれ先生には恐らく得意な科目とあま

り得意でない科目がある、そうなったとき

に、現在摂津市内の学校に配置をされてい

る小学校の先生方で偏りが出てくるんじ

ゃないかな。ひょっとするとある教科につ

いては得意科目として教えられる先生が

手薄になるというようなこともあるのか

なというように感じたんです。教科担任制

といったものが、令和４年度に４校で導入

し、大阪府の加配を活用するということで

ございますので、しっかりと今後、学校の

先生方に求められていく能力といったも

のについても見ていきながら、摂津市のよ

りよい形を見つけていただきたいなと思

っておりますので、この点も要望として申

し上げておきたいと思います。 

 続きまして、拉致問題の件につきまして

は、私が思っている以上に多くの学校で行

っていただいているなと思っています。こ

れは本当に我が国にとっては非常に大き

な現在進行形の問題でありますので、この

問題を風化させないためにも、子どもたち

がこういった問題、こういった課題がある

んだということについて触れられるよう

な機会をしっかりと確保していただきま

すようにお願いをしておきたいと思って

おります。 

 続いて、主権者教育のことなんですけれ

ども、実は、これは５年前になりますけれ

ども、韓国の中学生が島根県の中学校の社

会科の先生に手紙を書いたんですよ。それ

は何かといいますと、竹島のことを韓国で

は独島というらしいんですけれども、独島

が日本の領土であるということを日本の

学校では教えてると。それはけしからん話

だということを、韓国の中学生は社会科の

先生宛てに手紙を書いたのです。この話を

聞いて、裏返すと、韓国ではそういった教

育をしっかりとされているんだなと。いい

か悪いかは別ですよ、私は間違っていると

思ってますけれども、韓国ではそういった

いわゆる領土教育というか、そういったこ

とがされているんだなといったことを私

は感じたんですよ。そうしたら翻って、我

が国はどうなのかなということを考える

と、確かに教科書を見ても北方領土の話で

あるとか、竹島、さらには尖閣諸島のこと

についても記載はされておりますし、そこ

は年々手厚くなっているようには感じて

います。しかし、まだまだ正直、これは私

の感覚かもしれませんけれども、教科書を

見ても、これが我が国の領土なんだという

ことについての熱量がまだまだ感じられ

ない。学校の中で子どもたちにそういった

ことをまずは根本としてしっかり教えて

いく、私はそのことが主権者教育になって

いくというように思っているんですよ。で

ないと、本当にこの国はどうなっていくの

かと、非常に危惧しているところでありま

すので、まずは我が国の形、何が我が国に
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あるのかということについてはしっかり

と子どもたちが考えられるような、そうい

った主権者教育を強く期待をしておりま

す。よろしくお願いをしたいなと思ってお

ります。 

 続いて、生涯学習の点なんですけれども、

まずは青少年リーダー養成事業です。確か

にこの授業を受けた子どもが地域の中で

活躍しているような事例はあるのかも分

かりませんけれども、本当にこの取り組み

が、今後、生涯学習課としてやっていく意

味があるのかということについても、私は

いま一度考えなあかんのかなと思ってい

るんですよ。この取り組みを通じて何を目

標にしているのか、何を目的にしているの

か、または他の事業でも代用できるのかな

ど、根本的に考える時期に来てるのかなと

思っております。今までやってきたからや

るんだということではなくて、見直しも含

めて今後の構築をお願いしておきたいな

と思います。 

 それから、青少年指導員のことについて

は２回目お聞かせいただきたいと思って

いるんですけれども、私は、先ほどから申

し上げているように、地域のいろいろな状

況が変わってきているということを踏ま

えた中で、青少年指導員の役割も出てくる

んだろうなと思っているんですよ。という

のは、昔はそれぞれの地区に自治会がしっ

かりしていて、こども会もあった。青少年

指導員が、その地区に住んでいる子どもた

ちのことは大体分かっていたんですよね。

子どもたちも大人のことが分かっていた

んですよ。例えば子どもが大きくなって中

学生や高校生になったときに、例えば夜に

出歩いている、そこに青少年指導員の方が

パトロールに来られて、お互いに顔を知っ

ている仲なので注意もできたし、その注意

を聞いて、子どもたちもまた素直にそのこ

とを受け止めたりとかできたと思います。

そういう意味で言うと、青少年指導員の役

割といったものは非常に大きかったと思

っているし、様々な効果が出てきたと思う

んですよ。しかし、もう今はこども会なん

かどんどん減っているのです。恐らく青少

年指導員だって、夜、公園でたむろしてい

る若者を見ても顔が分からへんと思うん

ですよ。また、若者もその大人の顔が分か

らへんとなった中で、当初期待されていた

ような事業になっているのかなと思うと、

根本的に変わっていかなければならない

と考えますが、今後の展望について２回目

お聞かせいただきたいと思っております。 

 以上で、２回目よろしくお願いいたしま

す。 

○弘豊委員長 それでは、答弁のほうを順

次求めていきたいと思います。 

 松田課長。 

○松田教育政策課長 交通専従員につい

て、お金を投入してもやっていかないとい

けないのではないかというご提案をいた

だきました。 

 交通専従員制度だけではなく、様々な子

どもの安全に係る事業につきましては、本

当にいろいろと課題があると認識してお

ります。我々もどうしていったらいいのか、

常日頃から担当者も含め検討をしている

ところでございます。交通専従員について

は、本当に危険な箇所にしか置かないとい

う前提でお願いをしておりますが、今いた

だいたご意見をしっかりと持ちまして、今

後必ず検討していきたいと思っておりま

す。 

 地域の中での見守りにつきましては、生

涯学習課から回答させていただきます。 

○弘豊委員長 中尾課長。 
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○中尾生涯学習課長 見守り活動につい

てのお問いですが、交通専従員以外の見守

りの件で、こども１１０番の家については

先ほどからお話にございました。もう一つ、

子どもの安全見守り隊というのは、主にＰ

ＴＡとか地域の方々での団体で取りまと

めて活動をされております。それと、もう

一つ、子どもの安全見守りボランティアと

いうのを創設させていただいておりまし

て、こちらのほうは、そういったＰＴＡと

か自治会とかには所属はしておられませ

んが、やはり日常生活の中で見守りをした

いというご希望の方について、こちらのほ

うで登録をさせていただいて活動してい

ただいているという取り組みがございま

す。 

 以上です。 

○弘豊委員長 小林部長。 

○小林教育総務部長 鳥飼地域の学校規

模、適正配置、また学校選択制についての

考え方についてお答えさせていただきま

す。 

 まず学校の適正規模につきましては、学

校教育法施行規則の中で、小学校は学級数

１２から１８以下を標準とすると定めら

れております。中学校は国において９学級

以上を確保することが望ましいとされて

います。本会議でも答弁させていただきま

したけれども、とりわけ鳥飼東小学校につ

きましては、３年後、１学級２０名を切る

学年も出てくるといった状況がございま

す。小規模校には小規模校のよさがあると

いうのは私どもも重々分かっているとこ

ろではございますけれども、やはり子ども

たちが日々の学校生活を送る中での一定

の児童数、生徒数、学級数というのは必要

なのではないかという考え方を持ってお

ります。 

 また、通学距離に関しましても、小学校

ではおおむね４キロ以内、中学校ではおお

むね６キロ以内といった国の基準もある

ところではございます。 

 また、学校選択制につきましては、自由

選択制であったり、特認校制といった制度

がありますが、前回、本市の中での学校統

合の話があった折にも、教育委員会議にお

きまして学校選択制についても議論があ

りました。地域との一体的な関係、また地

域とのつながりが大事であるといったご

意見もありました中で、中期的な課題とさ

れたところでございます。 

 摂津市の地理的な特徴であったり、これ

までの学校と地域との関わり、いろいろな

関係もありますけれども、学校は子どもが

育つ場でもあります、また、集団づくりを

する場、成長する場でもあります。学校を

どのように配置すれば、鳥飼の子どもたち

にとってよりよい教育環境が整うのか、ま

ずは子どもたちを第一に考えた議論を、通

学区域等審議会の中でご意見をいただき

ながら交わしていきたいと考えていると

ころでございます。 

○弘豊委員長 山根課長。 

○山根教育支援課長 コミュニケーショ

ンの課題を要因とした不登校児童・生徒に

対する専門的な取り組みについてお答え

をいたします。 

 不登校児童・生徒の学校以外の居場所と

しまして、学校復帰、社会へ出る準備をす

るための場所として、教育センター内に適

応指導教室パルを開設しております。 

来室児童・生徒に学習支援をするだけでは

なく、心理相談員が定期的にカウンセリン

グをしましたり、職員のソーシャルスキル

トレーニングによって、人との関わり方を

学んだりといった取り組みをしまして、学
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校復帰に向け支援をしているところでご

ざいます。 

 また、不登校の未然防止としまして、リ

ーフという取り組みをしております。こち

らは一定期間来所をいただきまして、ソー

シャルスキルトレーニングをしまして、人

間関係を作る力を育てる取り組みでござ

います。 

 以上でございます。 

○弘豊委員長 河平部参事。 

○河平教育総務部参事 それでは６番目

のご質問で、キャリア教育に関わりまして、

中学校での立志式の取り組みについての

考えについてご答弁申し上げます。 

 まず、嶋野委員がお話していただいたよ

うに、子どもたちにとって、志を持って立

志式のように、社会で役に立つというよう

な思いを持つ、熱い心を持つということは

大切であるなと感じているところです。取

り組まれている他市の状況については情

報を集めて、できるかどうかについても検

討していきたいと考えております。 

 一方、全国学力学習状況調査の質問紙調

査を見てみますと、小学校も中学校も共に、

実は将来の夢や目標を持っている項目よ

りも地域や社会をよくするために何をす

るべきかを考えるという項目について、全

国比で比べてみると少し課題があること

が見えてきております。その中で、まずは

子どもたち自身が、なかなか地域や社会の

中で自分たちが関わって何かを考えてい

く、作り出していく、共に活動していくと

いうような経験ができていない現状がご

ざいます。そのような状況を踏まえて、現

在のところは、全市的に中学校２年生で実

施している職種体験活動のように企業と

の連携とか、そういう取り組みを通して社

会とのつながりを考え、自分が学んでいっ

たことがどのように関わっていくのか、社

会の役に立つのかということについて考

えさせていきたいと考えているところで

す。 

 続いて、８番目のご質問で、学校間で広

がっている取り組みの具体の例について

ご答弁申し上げます。 

 まず、学力向上推進については、例えば

これは中学校区で実施しております、小学

校、中学校が連携して行う家庭学習週間の

取り組みとか、あとは日々の授業の中で先

生方の授業を見合って、授業のポイントや

子どもの見立て等をアドバイスし合う相

互授業参観の取り組み、また研究授業や公

開授業等で中学校区を一緒に校内研修と

して授業を見合う相互参加をしていく取

り組みなどがございます。また、特別支援

教育に関わる内容としては、コグトレとい

う認知力を高めていくような取り組みな

ども、広がりを見せております。特に生徒

指導関係の中で考えられるものは、魅力あ

る学校づくりの考え方です。これが広がり

を見せてきています。 

 先ほどお話がありましたように、第二中

学校では生徒会の活動が活発になってき

ているというふうにお話があったように、

我々としましてもこの魅力ある学校づく

りの考え方、取り組み、学校づくりの主人

公は子どもたちである。子どもたち自身が

学校づくりをやっていく、ワクワクドキド

キするような取り組み等を子どもたちが

中心となって企画していく。このような考

え方が市の中で取り組みの広がりを見せ

てきて、子どもたちの意欲の向上にもつな

がってきていると捉えております。 

 以上です。 

○弘豊委員長 中尾課長。 

○中尾生涯学習課長 青少年指導員の役
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割のご質問についてお答えをさせていた

だきます。 

 多くの青少年指導員は、校区に明るく、

地域住民の信望の厚い方、また深い理解力

と熱意がある方ということでご推薦をい

ただいて委嘱をさせていただいておりま

すが、委員がご指摘のとおり、子どもたち

の顔を全て覚えているわけではなく、新し

くなられた方というのはなかなか顔は覚

えられないとかいうこともございます。そ

ういうこともございますので、各小・中学

校の児童・生徒と地域と密接な連携、交流

を深めるための活動として、青少年指導員

主催のアウトドアクッキングとか、工作教

室、スポーツ大会などを実施をされており

まして、そこで地域の子どもたちとの顔見

知りというんですか、地域とのつながりと

いうのを作られているとお聞きをしてお

ります。 

 以上です。 

○弘豊委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ありがとうございま

す。再度丁寧に答弁いただきまして、よく

分かりました。 

 まずは子どもたちの安全の話なんです

けれども、安全見守り隊であるとか、ある

いは安全見守りボランティアといった制

度もあるんですね。今、地域の皆さんの中

には、子どもたちのためであれば汗をかこ

うという思いを持っている方はおられる

んだと思うんです。その方にどう巡り会う

のかということについては、非常に大きな

課題なのかも分かりません。しかし、こう

いったことをしっかりと啓発していきな

がら、より今までと違った地域住民の協力

をどのように得ていくのか、そのことによ

って、子どもたちの安全をどう高めていく

のかということについては非常に重要な

課題だと思っているんです。こども会がな

くなったことに伴って、恐らく小学校でも

集団登校をしなくなったような事例が

多々あるのかなと思っています。私の地域

ではまだ集団登校をしていますけれども、

しかし、隣の小学校区に行きますと、もう

ほとんどしてないというお話もお聞きす

るので、そうなっていくと、やはりより多

くの皆さんの力をいただきながら、子ども

たちの安全を確かなものにしていくとい

うことについての重要性はますます大き

なものになってくるだろうと思っており

ます。言うは易し行うは難しではあります

けれども、より多くの地域の皆さんのご協

力をいただけるような啓発、また実際の取

り組みを期待したいと思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 それから選択制の話も含めて、今、部長

からお話をいただきました。私は以前から、

中学校については、五つの中学校がありま

すけれども、やはり部活動のことで、自分

が本当はやりたい競技が今通う学校には

ないから違う学校に行きたいというよう

な話も聞いたり、実際にたまたまおばあち

ゃんの家があるからそこに住民票を移し

て行っているというような事例も聞いた

ことがあります。そう考えると、先ほど中

期的な課題であるというお話もされまし

たけれども、やはり今後自由選択制という

ことについてもしっかりと踏まえながら、

今後の摂津市における中学校の配置とい

うことについて考えていくべきではない

のかなと思っております。義務教育学校と

いうのも一つの選択肢でしょうし、あるい

は鳥飼地区で中学校が幾つ要るのかとい

うことについても一つの議題でしょうけ

れども、やはり自由選択制といったことも

しっかりと視野に入れながら、様々な可能
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性を探っていただきたいなと思っており

ますので、この点をよろしくお願いをした

いなと思っています。 

 続いて、不登校の中で、コミュニケーシ

ョン能力をどう上げていくのかというこ

とについて様々な取り組みをしていただ

いているんだなということがよく分かり

ました。非常に難しい取り組みだと思って

おりますし、実際に不登校の子どもの数が

残念ながらふえているということもある

ので、まだまだ研究というか、向上の余地

がある取り組みなんだろうなと思ってい

ますので、ぜひ今後ともアンテナを高く張

っていただいて、しっかりと子どもたちの

コミュニケーション能力を上げていくた

めの取り組みを行っていただきたいなと、

これは要望として申し上げておきたいな

と思います。 

 それからキャリア教育、私は立志教育と

呼んでいるんですけれども、子どもたちが、

自分が社会に出たときのことを考えて、そ

れも今自分自身の学力から考えてという

ことではなくて、本当にこれをしたいんだ

と、そういったことを子どもたちが考えら

れるような取り組みをどう行っていくの

かといったことが非常に大切だと思って

おります。そういった目標ができると、そ

れに向けて頑張っていくんだろうなとい

うように私は思うんです。その一つとして、

私は、立志教育といったものがある。何が

これはいいのかというと、一番大切なのは、

やはり広くみんなが見ている中で自分の

志を発表していくと、そのことが非常に意

味があると思っているんですよね。午前中

からお話がありましたけれども、２分の１

成人式といったものが、小学校４年生の段

階でされたりだとか、あるいは小学校を卒

業するときには、卒業式の中で親に感謝を

したり、あるいは自分自身の目標を言った

りというようなことがありますよね。それ

は、それぞれの段階でやはり社会を少し意

識したような取り組みなんだろうと思っ

ていますけれども、一つその総決算じゃあ

りませんけれども、中学を卒業するような

段階で自らの思い、志といったものをみん

なの前で発表していくと。そういったこと

が私は大事なんだろうなと思っています。

実際に立志式を実施をされているところ

では、非常に効果があるものだというよう

な評価もされているわけなので、ぜひこの

点についてはしっかりと、また現実的な取

り組みとしてぜひ検討していただきたい

なと、これは要望として申し上げておきた

いなと思います。 

 キャリア教育といったものについては、

これからどんどんと進めていかなければ

ならないものですし、まだまだ改善の余地

があるものだろうと思っていますので、本

当に摂津市ならではのすばらしいものに

なるように私も期待をしておりますので、

よろしくお願いをしたいと思っておりま

す。 

 それから学力のところで、魅力ある学校

づくりであるとか、そういった好事例が広

がっているというようなお話をお聞かせ

をいただきました。私は、今のそれぞれの

学校が努力をしていただいていることは、

これは確かだと思っておりますし、それが

一つ学力という点で表れているんだろう

なと思っています。ぜひ、今だからこそ次

の段階にやっぱり進んでいくべきだろう

なと思っておりますし、どんどんと学校が

チャレンジをできるような、そういった雰

囲気づくりをぜひ教育委員会の皆さんで

も後押しをしていただきたいなと思って

いるところでございますので、よろしくお
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願いを申し上げます。 

 最後に、青少年指導員のお話なんですけ

れども、確かにお互い顔を知らない中で、

スポーツ大会であるとか、あるいはアウト

ドアクッキングなんていったものを展開

していきながら、お互いが顔の見えるよう

な関係を作っていこうということで工夫

をされているということなんですけれど

も、やはり、なぜ青少年指導員の仕事があ

るのか、その根本も、これもぜひ考えてい

ただきたい。そして、そのために何が必要

なのかということについてもぜひ考えて

いただいて、当初の目的が達成されるよう

な取り組みを期待しておりますので、これ

からもよろしくお願い申し上げまして、質

問を終わりたいと思います。 

○弘豊委員長 嶋野委員からの質疑が終

わりました。 

 以上で、教育総務部に関する質疑を終わ

ります。 

 本日の委員会はこの程度にとどめ、散会

します。 

（午後４時３９分 散会） 
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